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巻頭言 時のタペストリーと平和～『光のノスタルジア／真珠のボタン』に寄せて～                   

黒田俊郎（第 22 期副会長）

新潟市のダウンタウンにシネウィンドという名前の市

民映画館がある。1985 年開業の名画座で、首都圏など
で上映された良質の劇映画やドキュメンタリーを半年か

ら一年遅れで上映する新潟で暮らすシネフィルたちにと

っては欠かすことができない映画館である。今年の夏か

ら秋にかけても『ディストラクション・ベイビーズ』

『オマールの壁』『シリア・モナムール』といった優れ

た作品がラインナップされた。なかでもひときわ印象深

かったのがチリの名匠パトリシオ・グスマンの『光のノ

スタルジア』と『真珠のボタン』二部作であった。ご覧

になったかたも多いと思うが、『チリの闘い』三部作で

名高いグスマン監督がアジェンデ政権崩壊後 40 年をへ
て綴った私的でありながらも普遍的な射程をもつ作品で

あり、現代世界における平和の意味を考えるうえでさま

ざまな示唆を与えてくれる珠玉の映像詩である。 
	 映画の舞台は、南米大陸の西海岸を南北に長く延びる

チリの国土の北端と南端に位置するアタカマ砂漠（『光

のノスタルジア』）と西パタゴニア（『真珠のボタ

ン』）である。アタカマ砂漠の高地は、地上でもっとも

乾燥したその気候ゆえに世界中から天文学者が集う場所

であると同時に、古代人のミイラが発掘され、銅や硝石

の鉱山労働者たちの亡骸が手つかずのまま残る場所でも

ある。天文台に隣接して先コロンブス時代の遺跡とチャ

カブコ収容所跡がある。前者の岩壁にはリャマや人物を

描いた古代画が残り、後者は 19 世紀の広大な硝石工場
の労働者宿舎をそのまま利用したピノチェット政権時代

の政治犯収容所である。天文学者たちが遠い銀河に宇宙

と生命の起源を探す傍らで、行方不明になった肉親の遺

骨を捜して砂漠を掘りかえす女性たちがいる。ピノチェ

ット政権下で政治犯として捕らわれ殺された人びとの遺

体がここに埋まっているからである。 
	 1970 年、サルバドール・アジェンデが大統領選に勝
利し、チリは世界史上初の選挙で成立した社会主義政権

をもったが、1973年 9月 11日、軍事クーデタが勃発、
アジェンデは政府宮殿で死亡し、以後 18 年間ピノチェ
ット軍事政権がチリを支配した。多くの人びとが独裁政

権下で拉致・殺害された。遺体は、砂漠に埋められたり、

二度と浮かびあがることのないように鋼鉄のレールを括

りつけられて海中に投下されたりした。望遠鏡が映しだ

す星雲の数々がスクリーンに明滅し、立ち並ぶ天文台の

かなたにはアンデスの山々が見える。そして 1990 年 6
月に発見され、数多の遺体が発掘されたピサグワ集団墓

地のモノクロ映像が挿入される。１万年前、アタカマ砂

漠に初めて住んだ人びとは海で洗われた小石を集め、星

から多くの知恵を学び、死者の埋葬を夜に行った。考古

学者たちは古代人の骨やミイラを集め、分類し、古文書

を解読するように研究し、博物館に宝物のように保管し

ている。一方で、ピノチェット時代の膨大な数の行方不

明者の遺体は、ただ段ボール箱に入れられたまま倉庫の

なかに放置されている。街々の広場の壁に貼られた行方

不明者の写真は、痛み、黄ばんで剥がれつつある。 
	 天文学の時間と考古学の時間、チリ現代史とグスマン

監督の個人史（子どもの頃の星空への憧憬）がアタカマ

の星の煌めきと砂漠を渡る風のなかで交錯して織りなす

時のタペストリー。『光のノスタルジア』は、命の儚さ

と尊さ、歴史の尊厳と不条理を語って尽きることがない。

そして『真珠のボタン』では、そこに人類学の時間が付

加されるのである。世界 大の群島、チリ南端の西パタ

ゴニアには、無数の島嶼、岩礁、峡湾（フィヨルド）が

存在し、海の遊動民（ノマド）が暮らしていた。カウェ

スカル、セルクナム、アオニケン、ハウシュ、ヤマナで

ある。19 世紀には 8000 人が暮らしたが、いまはわずか
20 名を残すのみである。彼らの運命を語るグスマン監
督のナレーションには、命への畏れと暴虐への怒りが宿

り、終映後も、その透明な哀しみと平和への祈りは、木

霊のように観客に纏いつき離れない。 
 
“人間は死んだ後、星に生まれ変わると彼らは信じてい
た。1883 年、入植者たちが到来した。何世紀も水と星
とともに生きてきたインディオはその世界が崩壊する悲

劇に直面する。チリ政府は入植者たちを支援して「イン

ディオは堕落している」と批判、「羊を盗む野蛮人だ」

と。伝道本部が置かれたドーソン島に多くのインディオ

が避難した。そして信仰と言語とカヌーを奪われた。彼

らが着させられた古着には文明が持ち込んだ病原菌が付

着していた。それが原因で 50 年以内にほとんどが病気
で死んだ。生き残った者たちは「先住民狩り」の犠牲に

なった。牧畜業者は睾丸一つに 1 ポンドの報奨金を払っ
た。” 

 
映画は、文明化の実験のため、真珠のボタンと交換で

英国に連れていかれた四人のインディオのうちの一人、

ジェミー・ボタンと名づけられた男の生涯を語る。 
 

“ジェミーは船員の服を着せられた。イギリス人ととも
にジェミーは 1 年以上見知らぬ世界で暮らした。石器時
代から産業革命の時代へ航海したのだ。数千年先の未来

に行って、数千年後の過去へと戻った。紳士になったジ

ェミー・ボタンを艦長はパタゴニアに連れ戻した。故郷

の地に足をつけると、彼はすぐに洋服を脱いだが、かつ

ての自分には戻れなかった。” 
 
時が流れ、ピノチェット政権時代、ドーソン島には強

制収容所が秘密裏に建設され、拉致された人びとは胸に

レールを括りつけられて海中に投じられた。裁判記録に

よると、その数は、生きていた者も死んでいた者もふく

めて、1200 体から 1400 体にのぼるという。そして 40
年後、レールの一つが引き上げられる。 

 
“レールをよく眺めると他にも遺された物があった。一
個のボタンが付着していたのだ。そこにいた誰かが遺し

た唯一の形見だ。ジェミー・ボタンは真珠のボタンと引

き替えに祖国と自由を奪われた。そして人生もだ。彼は

故郷の島に帰っても昔の自分には戻れなかった。自分が

生まれた場所にいながら、追放者だった。二つのボタン

は同じ物語を伝えている。奪われし者たちの歴史だ。ほ

かにも多くのボタンが海底に眠っているだろう。・・・ 
水には記憶があると言われている。水には声もあると私

は信じている。水に近づいてみれば、インディオや行方

不明者の声を聴くことができるだろう。” 
 
【参照文献】『光のノスタルジア／真珠のボタン』 

（岩波ホール、エキプ・ド・シネマ 207）
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2016年度秋季研究集会概要 
	

大会テーマ：	軋む平和を立て直す――グローバル/ローカルな知と実践に学ぶ

 
部会 1	 「ポスト・オバマ時代の日米安保体制と東アジア―対米従属相対化の可能性」 
報告：永山茂樹（東海大学） 
「安保法制と日米同盟の行方―東アジアの現状を踏まえて」 

報告：白井聡（京都精華大学） 
「永続敗戦レジームにおける日米安保体制」 

報告：猿田佐世（新外交イニシアティブ（ND）事務局長・弁護士） 
「日米安保体制克服に向けた方法論―『新外交イニシアティブ』の意義」 

司会・討論：麻生多聞（鳴門教育大学） 
	  
本部会では麻生多聞（鳴門教育大学）の司会のもと、

3 本の単独報告が行われた。討論者については、これを
李鍾元会員（早稲田大学）に依頼し承諾をいただいてい

たが、当日連絡なく欠席されたため、司会の麻生が急遽

討論者を兼ねる形となった。 
まず永山茂樹会員が、「近い将来において日米同盟は

どうなるのか／なりうるのか」を東アジアの現状を踏ま

えつつ憲法学の見地から考察する報告を行った。日米同

盟が従来以上に非対称的・恒常的・非限定的な軍事同盟

へとシフト（深化）しつつある現状を確認し、かような

同盟枠組の中で自衛隊が負う役割をめぐる 2 つの規定要
因として、米国の戦略と中国・北朝鮮の対応が挙げられ、

さらに第 3 の要因として、①東南アジア諸国のあり方
（中国の西太平洋への進出と 4 国同盟の双方を警戒）、
②日米同盟の矛盾を押しつけられた地域における市民の

反応（地域の自治権確立と一体化した反軍事的市民運動

の展開）、③現行の政治システムの中でマイノリティに

とどまる諸価値（極端なグローバル化ではなく適度のグ

ローバル化を重視する意識）が挙げられ、特に③が「中

央」的意識に浸透することの可能性と意義が説かれた。 
報告後、日本国が主権を失い国際社会で主権国家とし

て振る舞えず、また国民が内政で主権者の権利を行使で

きないという「二重の意味で国民が主権を奪われた現

状」を踏まえ、国内における「周辺」的意識が「周辺」

を脱し、「多数」「中央」的意識に浸透する可能性をめ

ぐる具体的展望等を巡って討論が行われた。 
次に、白井聡氏の報告は、「在日米軍の存在目的をめ

ぐる国民的コンセンサスの不在」から出発し、まずは、

日米安保を捉える際に必要な 2 つの視点、すなわち日米
安保の機能・性格が変化してきたことを踏まえた歴史的

視点と、複数の主体（日本、米国、周辺国）の立場から

見た視点の重要性が説かれた。往々にして「日本の立場

から見た日米安保」という意味づけに終始しがちな日本

の国内議論を憂慮する報告者は、日米安保体制の「確立

の時代」、「安定の時代」、「自己目的化の時代」を経

て、冷戦末期・終焉そして現在に至り、対米従属が自己

目的化してしまったことを指摘する。現在の日米安保体

制は、その情緒化、盲目的対米追従の原理化、共通的の

創出（中国）といった意味において把握されるべきであ

り、これを幅広く国民に認識させることの重要性が強調

された。 
報告後、国民に広く漠然と共有される「米軍は日本防

衛のために駐留している」という「誤った見解」の存在

は、報告者により不在とされるコンセンサスとは言えな

いのか、日米安保を過度に単純化して捉えるという誤謬

に陥ることを避けるために必要な 2 つの視点を日本国民
の多くに共有させるにはどうすればよいか、等について

討論が行われた。 
第 3 に猿田佐世氏の報告は、米国首都ワシントンにお

けるシステム、およびワシントンにおいて対日外交に関

わる日米のステークホルダーのあり様に焦点を絞り、日

米安保体制を維持してきた「日米外交のシステム」を分

析するものであった。日本の政策推進における「ワシン

トンの拡声器効果」を前提としつつ、対日外交に関わる

アクターとしてのシンクタンク、知日派コミュニティ、

ロビーイスト、在ワシントン日本メディアのあり様にそ

れぞれ光が当てられ、そこでは「資金力がある者の声の

みが届く」という形で、偏った影響力の行使が見られる

ことが強調された。それが「拡声器効果」により「米

国」のベールをまとって強い影響力を日本に与えるとい

う一種のブーメラン効果が指摘され、リベラル勢力によ

る積極的な米国外交への働きかけという課題が指摘され

た。 
報告後、政治的リソースを活用した方法論への猿田氏

の認識や、米国 大の反戦・平和団体のナショナルセン

ターである UFPJ等との連携の可能性等について討論が
行われた。 

3 名の報告者に共通していたのは、日米安保体制のあ
り方がとりわけ冷戦期と比較して変質していることを踏

まえた上での、対米従属の相対化が望ましいという認識

であった。それにもかかわらず、立憲主義を軽視し、自

己目的化した対米従属を推進する政権が強固に維持され

る現状をいかにして打破すべきかという方法論をめぐっ

て、各界の代表的な論者 3 名による問題提起をもとに実
践的な討議が出来たのではないかと考える。 

（麻生多聞） 
 
 

部会2：ラウンドテーブル「多摩地域発	 平和な社会づくりにむけた挑戦」（開催校企画）  
パネリスト：＜多摩市発＞ 山川勇一郎（たまエンパワー株式会社） 

  「都市部における市民発電事業モデルをつくる」 
パネリスト：＜川崎市発＞	 渡辺賢二（明治大学平和教育登戸研究所資料館） 
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「戦後70年過ぎて甦る登戸研究所――戦争遺跡を保存・活用し平和教育の拠点へ」 
パネリスト：＜日野市発＞	 伊藤勲（認定NPO法人「やまぼうし」） 

「やまぼうし『共に生き・働く場づくり』のアプローチ――満蒙開拓団拓務訓練所から障害児者施設七生
福祉園への歴史を踏まえて」 

パネリスト：＜立川市発＞	 江頭晃子（市民アーカイブ多摩） 
「市民活動の足跡を未来につなぐ	 市民活動資料センターの誕生」 

司会/進行：熊本博之（明星大学）・竹峰誠一郎（明星大学） 
 
「地域貢献」「域学連携」など、大学と地域の連携が

叫ばれている。それは上からの大学改革のなかで、人文

社会系の学問の軽視とも連動している点は当然批判して

いく必要がある。しかし、狭義のアカデミズムの枠に閉

じこもらず、平和な社会づくりへの志向性をもって展開

してきた平和学にとって、「地域貢献」や「域学連携」

の推奨は、新たなチャンスの到来とも捉えられる。ただ

そこには、平和学会の会員が、所属している大学、ある

いは生活の場など足元の地域社会に、もっと目を向ける

必要があろう。そこで開催校として東京都日野市の明星

大学周辺の地域社会に目を向けた企画を立案した。明星

大学周辺の多摩地域で展開されている、平和な社会づく

りにつながる 4 名の実践報告を手掛かりに部会は展開し
た。 

初に、3.11 福島第一原発事故に衝撃を受け、電気の
あり方を見つめ直し、2013 年地元・多摩市に U ターン
した山川勇一郎氏に報告を頂いた。山川氏は、地元に戻

り、地域住民が主体となった自然エネルギー事業に参画

した。まず「多摩電力合同会社」副代表として、市民フ

ァンドによる屋根貸し太陽光発電事業を 13 施設に手掛
けた。さらに一般社団法人「多摩循環型エネルギー協

会」理事として、大学生対象の人材育成プログラムの立

ち上げ、運営などにも携わってきた。 
そのうえで、電力システム改革の動向を見据え、売電

事業から自家消費型へと事業を組み替え、2015 年 4 月、
仲間と共に「たまエンパワー㈱」を設立し、山川氏は代

表取締役に就く。社会変革の視点を持ちつつ、ビジネス

ベースで進める挑戦に、山川氏は踏み出したのである。

「東京にこそ再エネが必要だ」と、都市がエネルギーを

自給する可能性を拓く取り組みを進める。エネルギー自

給を目指す首都圏の個人、団体、企業の支援事業に取り

組む。「大学はエネルギー消費が大きく、省エネを含め、

エネルギーの取り組み進める余地が、大学にはまだまだ

ある」と山川氏は指摘した。 
次に、川崎市で「地域から戦争を見つめよう」と、埋

もれていた陸軍登戸研究所の歴史を高校生や市民と共に

掘り起こし、資料館設立までこぎつけた渡辺賢二氏に報

告を頂いた。登戸研究所は、秘密戦遂行のための科学研

究所であり、陸軍の研究所のなかで 大の予算規模を誇

り、1000 名の所員を抱える 大組織であった。しかし、

極秘機関で軍の法規にも消されていた。敗戦時にも証拠

隠滅が図られ、関係者は敗戦後も固く口を閉ざしていた。 
そうしたなか「高校生と一緒に取り組まなければ、登

戸研究所の存在は世に出なかった」と、渡辺氏は指摘す

る。高校教員であった渡辺氏は、わずかな手掛かりを糸

口に、1985 年から高校生と共に、地道に登戸研究所の
調査を進めた。そしてついには、所員の方にも会うこと

ができた。しかし、当初は大人に「何も話すことはな

い」と元職員は口を閉ざしていた。だが、高校生が聞く

と、「墓場まで持っていこう」としていたことを証言し

てくれるようになった。中国本土で毒物の人体実験をし

たことも所員は語り始めた。 
渡辺氏は地道な調査を、元所員、高校生、市民、研究

者らと共に進め、登戸研究所の存在と価値を浮き彫りに

するとともに、登戸研究所の跡地に立つ明治大学とも連

携を築いてきた。そして 2010 年、明治大学に現存する
登戸研究所の研究施設であった建物を保存活用して、資

料館の開館にこぎつけた。「登戸研究所の元職員が、失

われた青春を取り戻す場として、さらに、『科学が戦争

に動員されたときどうなるのかを学んでほしい』と、明

治大学に資料館の開設を要請したことが大きかった」と、

渡辺氏は指摘する。 
資料館は「明治大学平和教育登戸研究所資料館」と名

付けられた。当時の学長の発案で、資料館の名称に「平

和教育」が加えられた。秘められていた戦争の裏側をみ

つめ、大学と地域社会が連携し、歴史教育・平和教育・

科学教育を進める場として、明治大学は 1 億数千万の予
算を組んで、同資料館は開設された。3 名の学芸員を擁
し、資料館を拠点に、在学生対象にも授業が展開されて

いる。資料館は、水曜～土曜まで無料で公開され、中高

生をふくめ、年間 5万 5千人ほどが訪れている。「是非、
一度訪れてほしい」と、渡辺氏は会場に呼び掛けた。 
続いて、日野市を拠点に、障害者とともに生き、働く

まちづくりを進める、地元の NPO 法人「やまぼうし」
の理事長を務める伊藤勲氏に報告をいただいた。「福祉

＝平和なのか」と伊藤氏は問いかけて報告を始めた。都

職員になった伊藤氏にとって 初の福祉の仕事が、明星

大学に隣接する「七生福祉園」であった。1970 年代、
「戦後はもはや終わった」と言われる時代であったが、

200 名を超える知的障害の子どもたちが大部屋雑居で、
学校にも行くことはなく、劣悪な環境の下で暮らしてい

た。隔離収容型施設で、在宅地域で生活できない人たち

を施設に収容し、保護し、指導訓練して、自立をする、

それが福祉法の目的であったが、200 人くらいの子ども
のうち就職はわずか 5-6 人で、大半は施設から出られず、
成人施設に行く。「これが福祉だった」と、伊藤氏は指

摘する。 
七生福祉園は戦前から施設はあった。満蒙開拓団拓務

訓練所であり、1939 年に開設された。昭和大恐慌の不
況のなか、生活困窮者の対策として満州開拓が推進され、

2300 人が開拓義勇軍として大陸に送られた。「生活困
窮者を救済する福祉政策だった」と、伊藤氏は指摘した。 
終戦後、戦災孤児の受け入れ施設となったのちに、七

生福祉園は精神薄弱児施設に転用された。伊藤氏が勤め

始めたころは、開拓団時代の建物をまだそのまま利用し

ていた。当時、子どもの命を支えていた 40 代の寮母さ
んは、戦争未亡人であった。 
以上の体験を原点に据えて伊藤氏は、都庁の職員を早

期退職し、2001年に NPO法人やまぼうしを立ち上げた。
「よりよい施設づくり」ではなく、障害者の一人ひとり

が生活の主人公であり、地域の隔離型施設から地域に出

て、失われた青春を取り戻していく活動をしてきた。地

域の中で地域に暮らす場、働く場、そして今はターミナ

ルケアの場を作る挑戦をしている。「障害者のためとい

うよりも、誰もが安心して暮らしていくまちづくり」を

しているのだと、伊藤氏は力説する。「地域を変え、行
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政の発想を変え、政策提言だけでなく、自ら動いて具体

的な姿を見せることが重要だ」とも、伊藤氏は説く。 
地域社会で地道に積み重ねられてきた、平和な社会に

向けた足跡をどうやって未来につないでいけばいいので

しょうか。立川市では、市民活動の足跡を未来につなぐ、

市民活動資料センターが 2014 年に誕生した。「市民ア
ーカイブ多摩」である。その取り組みについて 後に、

江頭晃子氏に報告を頂いた。 
市民アーカイブ多摩には、市民活動団体が発刊する会

報誌や通信、チラシなどが集められ、整理保存され、公

開されている。市民アーカイブ多摩は 3 年目であるが、
開館までには長い道のりがあった。1972 年美濃部都知
事のもと、住民の自治意識や連帯意識を育もうと、東京

都立社会教育会館のなかで「市民活動サービスセンタ

ー」が開設され、市民活動資料の収集と公開が始まった。

しかし 2002 年、石原都知事の下で、同センターは廃止
され、江頭氏をはじめとする非常勤職員も職を失うとと

もに、これまで収集してきた市民活動資料が廃棄される

危機となった。ダンボール約 500箱にも及ぶ量であった。 
そうしたなか、江頭氏らは反対運動を起こしたが、東

京都の対応を変えさせるのは難しく、他の自治体に資料

の引き取りを求めた。しかし、いずれの自治体も実現に

は至らなかった。そこで議論の末、資料センターを自分

たちで開設することを決断し、2010 年に募金の呼びか
けを始めた。市民活動資料の危機が広く伝わるなか、法

政大学環境アーカイブと出合い、2011 年同大学に市民
活動資料 500 箱は寄託された。だが、2002 年以降、現
在進行形で生み出される市民活動資料を収集する拠点が

必要であった。そこで、募金活動で集まったお金で、

2014 年市民アーカイブ多摩が開館するに至ったのであ
る。 
市民アーカイブ多摩は、多様な市民活動団体が発刊す

るミニコミと出合える場所である。現場・生活、地域か

らの発信であり、マスコミよりも一早く情報を発信する

速報性があると、ミニコミの魅力を江頭氏は語る。さら

に、ミニコミには、自分らしく生きるヒントがあり、

「ミニコミに教えられた」と江頭氏は語る。「資料がな

ければ市民活動の歴史は残らない、チラシ 1 枚でもよみ
がえる市民活動の足跡がある」、「あなたの主張や問題

意識を形に残して」、「市民活動が産み出した資料は捨

てないで、捨てる前に一度相談して」と、江頭氏は会場

に呼びかけた。 
	 続いて熊本会員から、「平和を実現する上で、地域社

会、ひいては市民社会が力を持つことの重要性を強く感

じた」などのコメントが寄せられ、質問がそれぞれに寄

せられた。会場から寄せられた質問ともあわせて、パネ

リスト相互で議論が深められた。 
	 やまぼうしの伊藤氏からは、自身の実践を踏まえた熱

いコメントが寄せられた。やまぼうしは、重度障害者の

人が、施設でもっぱら保護の対象とされ、ただ与えられ

て生かされるのは嫌だ、仕事がないんだったら、自分た

ちで仕事を作ればいいのだと、「おちかわや」という八

百屋さんを始めたことに始まり、今もその理念が受け継

がれている。「障害者は、『何もできない人』ではない。

多くの障害者が社会的な育ちの場を失われ、能力主義の

下で『できない』と自己規定させられているのだ。『健

常者』と『障害者』は必ずしも明確に分けられない。障

害者のおかげで、自分が気づかせてもらっているんだ」

と伊藤氏は笑った。そして 後に、津久井やまゆり園事

件に言及し、「『その人たちは生きている意味がない』

という犯人の発想は彼だけではなく、多くの人の中に潜

在的にあるものではないか」と、伊藤氏は会場に問いか

けた。 
	 「おちかわや」のチラシは、市民活動資料として記録

されている。そのチラシを基に、「働くということは権

利なんだ、どう社会に関わるのかということなのだ」と、

市民アーカイブ多摩の江頭氏は非常勤先の学生に語り掛

けるという。「地域資料は、行政資料だけでない、市民

活動を残す意識を培って」、「来館してください。開館

日以外でも相談に応じます。ミニコミに触れて、卒論を

書く際にも活用して」と、市民アーカイブ多摩の活用を、

江頭氏は訴えた。 
	 資料館が建設されたその意義について、登戸研究所の

渡辺氏は「資料館ができたことで、資料が新たに集まっ

てくる。拠点ができて、登戸研究所に新たな息を吹き返

した」と指摘した。そして継承活動と平和教育の結びつ

きに関して、「自らが調査、学習、そしてまとめるなか

で、自分の地域でどうだったのかを知り、『私の街から

戦争が見えた』。その過程で市民力がついて、騙されな

いで見抜く、ゴマされない、平和を作る力がついてき

た」と渡辺氏は語った。 
	 たまエンパワーの山川氏からは、太陽光パネルの処理

問題に関して、「技術的には処理できるが、適正に回収

されて、処理をする制度設計が今は確立されておらず、

課題である。またメンテが重要」と指摘した。また、

「原発と石炭火力に頼らずエネルギー供給は可能なのか、

それは何年くらいで実現するのか」などと聞くだけでな

く、「それに向けて行動しなくては実現しない。どの活

動でもそうであるが、時間はかかるが、夢を持ちながら

腰を据えてやっていくことが大切だ」と、山川氏は発言

した。 
	 明星大学は多摩ニュータウンとも隣接する。多摩ニュ

ータウン開発で反対して残った、東京の酪農の発祥の地

で、「農をもっと身近に」と、20 代の新規就農家の新
たな挑戦が始まっている。部会のその後に開催された懇

親会では、若き農家集団 FIO が育てた無農薬、無化学
肥料の野菜がふるまわれた。また昼のお弁当は、やまぼ

うしから注文をした。食という点でも地域の方々にご協

力を頂いた。 
	 今回の部会企画で登壇していただいた 4 名の方々、ま
た懇親会や弁当で食を提供いただいた方々に改めて感謝

申し上げます。おかげさまで、平和学の射程を拡げ、地

域の暮らしの中から創りだされてきた平和に光をあて、

地域社会と平和学会をつなぐ平和学会となりました。こ

れからも地域社会の営みに学ぶ目を持った平和学会を追

求していきたい。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（竹峰誠一郎） 

 

部会 3	 「芸術文化と平和	 クンストとしての音楽の可能性」 
報告：横山純（フォトグラファー） 

	 	 	 「Grimeと”Consciousness”の再興	 10代のグライムアーティストとの対話から」 
報告：田中公一朗（音楽評論、上智大学） 

	  	   「EDMとコスモポリタニズム	 PLURと音楽の暴力性」 
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報告：半澤朝彦（明治学院大学） 
	 	 	 「西洋音楽による平和活動の功罪	 エル・システマ、サイード=バレンボイム・プロジェクトなど」 
司会兼討論：芝崎厚士（駒澤大学） 

 
本部会では上記 3 氏より報告をいただいた。討論者は

当初水越真紀氏に依頼し承諾を得ていたものの、当日連

絡なく欠席されたため、司会の芝崎が討論者を兼ねた。 
第一報告は横山純氏によるもので、イギリスでここ

10 年ほどのあいだに黒人の若者を中心に広く支持され
るようになったラップ・ミュージックの一形態であるグ

ライムに関する報告であった。横山氏は、研究者として

のトレーニングを下敷きにしつつ、フォトグラファーと

して映像・画像撮影をすることを契機にイギリスでフィ

ールドワークを重ねた成果を、日常性やフーコーの概念

なども援用しつつ、音楽、映像を駆使しながらご報告下

さった。 
第二報告は田中公一朗氏によるもので、2011 年頃を

きっかけにしてここ数年世界的にヒットしている EDM
（エレクトリカル・ダンス・ミュージック）と、その背

景にある PLUR（peace, love, unity, respect）という概
念についての報告であった。田中氏は、実際の EDM の

作成のプロセスを実演するとともに、フロリダでのフェ

スティバルでのフィールドワークの成果も踏まえつつ、

コスモポリタニズムの表れとしての EDM における精神

と行動について、やはり音楽、映像を駆使しつつご報告

いただいた。 
第三報告は半澤朝彦氏によるもので、該博な西洋音楽

史の知識ならびに演奏者としての豊富な経験をもとに、

近代西洋の帝国主義と西洋音楽の発展の関係にかんする

グローバルな歴史的展開過程という問題設定を基礎に起

き、「音」ないし「音楽」と人間、ないしは権力との複

雑かつ強固な関係を鋭く指摘する報告となった。 
司会兼討論者からは、グライムや EDM における、ク

ンストとしての音楽の平和に対する両義性をどのように

解釈するべきか、または西洋音楽と権力との関係をいか

に脱却しうるかといった問題提起を行った。フロアーか

らは、平和と音楽を関連付ける活動、またはその逆に音

楽が紛争や戦争や権力的行為に関連付けられてしまう活

動に関する実際の見聞や経験を持った多様な立場からの

コメントを頂戴した。 
奇しくもボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した

直後に開催された本部会は、音楽と平和の関連を明示的

に押し出したという意味では平和学会の歴史の中でもほ

とんど先例のないユニークなセッションとなった。予想

を上回る参加者の皆様のご出席をいただくと同時に、予

想をよい意味で裏切るような示唆に富む議論が多数生ま

れたことは企画担当者としては望外の喜びであった。今

後も、音楽ないし「音」が人間の理性や感情に対しても

っている両義的な作用や、西洋音楽ないしは特定の宗

教・文化に密着した「音」のもつ普遍性や個別性につい

て十分配慮しながら、本学会において音楽や「音」の視

点から平和を考察する機会が継続的に生まれることを願

っている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（芝崎厚士） 

部会 4	 「税と平和―『パナマ文書』の闇に光を照射する」 
報告：三木義一（青山学院大学） 
「パナマ文書から見るタックス・ヘイブンの実態と問題」 

報告：津田久美子（北海道大学大学院博士課程） 
「タックス・ヘイブン問題の解決に向けて―構造的要因と対抗策の検討」 

報告：奥山俊宏（朝日新聞編集委員） 
「パナマ文書と国際調査報道ジャーナリスト連合―内部告発、調査報道、社会の反応、それらの連鎖」 

司会：討論：上村雄彦（横浜市立大学） 
 

2016 年 4 月、世界に衝撃が走った。国際調査報道ジ
ャーナリスト連合（ICIJ）とその提携先の報道機関が、
パナマの法律事務所から漏洩した顧客情報に基づく報道

を世界で一斉に始めたのである。ロシアのプーチン大統

領の側近、中国の習近平国家主席の親族、俳優のジャッ

キー・チェンなど著名な政治家や経営者、セレブがタッ

クス・ヘイブンを秘密裏に使っている実態が明るみとな

り、アイスランドの首相は、その座を追われることとな

った。 
この「パナマ文書」が明らかにしたのは、タックス・

ヘイブンの問題である。タックス・ヘイブンは、富裕層

や大企業に富を集中させ、格差を広げているばかりでは

なく、「貧しい」途上国から「豊かな」先進国へ大量の

資本を逃避させている。また、タックス・ヘイブンが提

供する秘匿性により、マネーロンダリングが横行し、紛

争、テロ、犯罪という火に油を注いでいる。つまり、タ

ックス・ヘイブンは、ガルトゥングのいう「構造的暴

力」の中核の一つなのである。 
さらに、この問題は公平性・公正性の問題も投げかけ

ている。なぜなら大多数の国民は、源泉徴収で納税する

一方、富裕層や大企業はタックス・ヘイブンを通じて税

を逃れる結果、そのしわ寄せが庶民に来ているからであ

る。公平性・公正性は税の根幹であり、それが歪められ

ていることは、税によって成り立つ社会の危機でもある。 
以上の問題意識から、本部会は、タックス・ヘイブン

の実態と問題点、その解決策を議論し、ジャーナリスト

や市民社会の役割を探るべく、第一線で活躍されている

3名の方に登壇いただいた。 
まず、日本における税法の権威である三木義一氏によ

る報告は、血税とは兵役のことを意味していたことなど、

徴税や国債の発行が国家の戦争につながってきた歴史的

経緯などに触れつつ、税と平和の関係を明らかにするこ

とからスタートした。続いて「パナマ文書」を通じて照

射されたタックス・ヘイブンの実態と問題点を具体的に

浮き彫りにした。タックス・ヘイブンに秘匿されている

巨額の資産、日本の企業も相当の額をタックス・ヘイブ

ンに設立された企業に投資をしていること、OECDが進
めている BEPS（税源浸食と利益移転）対策や規制の限
界などである。 
また、なぜパナマ文書にアメリカの著名な富裕層や企

業、日本の政治家の名前が出てきていないのかという点

について、アメリカの場合は主たるタックス・ヘイブン
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としてデラウェア州が使われていること、日本の場合は

政治家の資金管理団体が実質的なタックス・ヘイブンに

なっていることなどが指摘された。解決策として、「い

たちごっこ」となる規制よりも、通貨取引税などの税制

を通じた方策の方が望ましいという提言で結ばれた。 
次に、欧州金融取引税の政治的側面を研究している津

田久美子会員から、タックス・ヘイブンの問題をグロー

バル社会の構造から読み解く報告がなされた。すなわち、

現在ヒト、モノ、情報、経済、そして何よりも金融のグ

ローバル化による「統合」が進展する一方で、課税しな

い権利も含めて課税主権が各国家に属し、国際社会はこ

のような主権によって「分断」されたままになっている

こと、その中でタックス・ヘイブンは主権を富裕層や企

業に「売り渡し」、巨額の税逃れを手助けしていること

が明示された。 
その上で、そうであるならば解決策は、一方でグロー

バル化・統合に対するグローバル租税機関の設立であり、

他方でタックス・ヘイブンの「主権の商業化」が各国の

「課税主権」を侵害していることを倫理的に訴えること

にあるとの主張がなされた。 後に、現実に実施されて

いる航空券連帯税や欧州で議論されている金融取引税の

ガヴァナンスのあり方は、タックス・ヘイブン対策の今

後に大いに参考になるとされた。 
後に、朝日新聞編集委員であり、ICIJ のメンバー

である奥山俊宏氏に、調査報道がタックス・ヘイブン問

題をどのように明らかにしてきたかという観点から報告

をいただいた。タックス・ヘイブンに関する国際社会の

問題意識の深まりと ICIJ を中心とする調査報道との関
係を提示しつつ、鍵の一つは、まずは内部告発であり、

それが調査報道によって裏付けられて広く公表され、社

会で反響を呼び起こし、その結果がさらなる内部告発を

呼び起こし、報道され、社会に影響を与えるという連鎖

が生じていると指摘された。 
以上 3 つの報告の後、討論者から、まず三木報告に対

して、タックス・ヘイブン対策として規制ではなく通貨

取引税が提唱されていたことについて、それがどの程度

タックス・ヘイブンの解決につながるのかという質問が

投げかけられた。次に、津田報告については、報告の中

で触れられていた「代表なくして課税なし」という論理

を逆手にとって、グローバルな課税に対するグローバル

な代表としての「世界政府」や「グローバル議会」のよ

うな構想を正当化できないかとの質問が出された。 後

に、奥山報告については、パナマ文書でもっと著名人の

名前などが出てくる可能性があるのか、日本で調査報道

を活発にするにはどうしたらよいのかという質問が提示

された。 
初の点については、実は通貨取引税そのものの実現

自体が相当むずかしいが、それでも税制という規制より

穏健な手段の方が効果的であり得るとの返答がなされた。

次に、確かにグローバルなレベルでの実質的な「代表」

は金融業界であり、彼らの力があまりにも強すぎること、

ただ、それでも世界政府のような代表のあり方よりも、

上述した航空券連帯税の税収で運営されている

UNITAID（国際医薬品購入ファシリティ）のガヴァナ
ンスのあり方の方が望ましいではないかとのコメントが

なされた。 後の質問に対しては、パナマ文書からまだ

まだ名前が出てくる可能性がないとは断定できないこと、

日本では調査報道は相当頑張っているとの答弁がなされ

た。 
	 これらの議論の後、フロアとの質疑応答が行われた。

まず、スノーデン事件とパナマ文書の関係、次に租税回

避を規制するための法的措置のあり方、第三に、日本の

政治家の失脚の背後にアメリカの影響がなかったのかと

いう質問が出された。 初の点は、大量の電子ファイル

がジャーナリストに提供されたという点で似た側面があ

ること、2 点目については、現代は租税回避を行うのが
同族会社ではなく、大企業になってきているので、今ま

でのような規制では対応できなくなっていること、また、

国家間の連携が必要になってきている、との指摘があっ

た。3 点目については、アメリカの公文書を見ている限
り、アメリカ政府が意図して日本の政治家を失脚させよ

うとしたことを示すに足る証拠は見当たらないことが述

べられた。 
	 後に、報告者全員に対して、どうすれば日本におい

てタックス・ヘイブンの問題に関心を持ってもらえるか

という質問が出された。税金や金融の問題は一般市民に

は理解がむずかしいことが関心が広まらない大きな原因

ではあるが、それでも公文書がしっかり公開され、リー

マンショックのような危機やスキャンダルが起これば話

題になるし、社会運動も起こりうることが指摘された。

そして、より根源的な点として、日本が憲法で「納税は

義務である」と規定していることが問題との指摘がなさ

れた。その結果、「税は取られるもの、払いたくないも

の」、「減税する政治家は良い政治家」という意識が醸

成されることとなった。本来税は、政府にしてもらいた

いことをやらせるために支払う対価であり、納税者こそ

主権者である。その意識が育たないまま今日まで至った

ことが、日本の大きな問題であることが共有された。 
本部会には、30名を超える参加者があり、上記のよ

うな活発かつ本質的な議論が行われ、大変有意義な部会

になったと考える。平和学会の中で税の問題を取り上げ

るのは、まったく新しい試みであったが、ぜひ時宜を見

て第 2弾ができればと考える次第である。 
（上村雄彦） 

 
 
 

 
 
部会 5	 「東電原発事故	 問われぬ加害責任―水俣の『教訓』も踏まえて」（3.11プロジェクト委員会企画） 
報告：武藤類子（福島原発告訴団団長） 

	 	 	 「原発事故は終わらない―福島からの報告」 
	  報告：海渡雄一（福島原発告訴団弁護団） 
	 	 	 「福島原発事故の刑事・民事責任を問う裁判の現状と課題」 
	  討論：清水奈名子（宇都宮大学） 
	 	 	  	 横山正樹（フェリス女学院大学） 
	  司会：平井朗（立教大学） 
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この部会は、東電原発事故の加害責任を問うことの意

味を考えるために企画した。この事故を巨大産業公害事

件として水俣病事件と比較した場合、同事件では①環境

汚染による人的被害を起こしたこと、②対策を怠り、被

害を拡大させたこと、③補償を部分的かつ不十分にしか

行わなかったこと、の三つの無責任・無作為が、加害企

業と行政に問われた。加害責任が問われ、裁かれ、応分

の処罰と十分な補償が行われることこそが、加害の再発

を防ぎ、私たちの世代が次世代への責任を果たすために

も不可欠である。この水俣の教訓にもかかわらず、東電

原発事故の 5 年間、上記三点の教訓が活かされてきたと
は言えず、同様の無責任が繰り返されている。さらに、

核利用を進め、電力を享受してきた私たち自身の責任の

所在も問われてこなかった。私たち世代の責任を果たす

べく、東電原発事故の加害責任を問う当事者の活動を、

さまざまな視点から問い直した。 
 

 

第一報告者、武藤氏は福島第一原発の現状から話し始

めた。高線量のため誰も近づけない場所が沢山ある構内

に溜まり続け漏れ続ける汚染水、破たんした凍土壁。市

街地にも、民家の庭にも溢れる除染廃棄物。そんな中、

放射能安全プロパガンダが繰り広げられる。いつの間に

か除染基準を 1mSv/年から 20mSv/年に引き上げられ、
「避難解除」地域で我慢して生活しろという帰還政策で

ある。被害者は連帯し、団結して国・県と交渉しようと

しているが県が応じない状況がある。 
これほどの被害を生み出しながら誰も事故の責任を問

われず、被害者は救済されず切り捨てられようとする現

状に告訴団の人びとはついに立ち上がった。「事故によ

り引き裂かれた私たちが再びつながり、力と尊厳を取り

戻すこと」「この国に生きるひとりひとりが大切にされ

ず誰かの犠牲を強いる社会を変えること」、これらは自

分たちと同じような被害を二度と繰り返さないための

「被害者の責任」だという。 
第二報告者の海渡氏は、弁護士の立場からこの訴訟の

経緯、重要な争点とともに今後の展望について報告した。

福島原発告訴団が提起している事件は、第一次告訴：武

藤・武黒・勝俣の東電役員 3 名、第二次告訴：保安院と
東電幹部（土木グループ）、汚染水告発：東電広瀬社長

ら旧・現幹部 32 名、の 3 つである。このうち 2015 年
の第二次告訴は既に不起訴が決定、2012 年の第一次告
訴は二度の不起訴と検察審査会への申し立て、起訴議決

を経て 2016 年 2 月 29 日ついに検察官役の指定弁護士
による業務上過失致死傷容疑の強制起訴に至った。この

起訴議決に決定的な新証拠があるという。それは「津波

は予想していなかった、想定外」が嘘であること。つま

り、東電は 2007 年 12 月の段階で、福島沖でも大きな
地震と津波が起きる可能性を踏まえ、対策を取らねばな

らないという方針を決めていた。2008 年 3 月には 15.7
メートルの津波が来るという試算が出て 6 月には津波対
策案がまとまり、10 メートルの地盤の上に 10 メートル
の防潮堤を建てる計画が立てられた。しかし、武藤副社

長がその 1 ヶ月後に、数百億円の費用がかかることと、
津波が来たら原発も危険だと住民が反発して原子炉をス

トップしなければならなくなることを回避するために、

防潮堤建設をしないと決めた。すべきかどうか迷ったか

ら対策しなかったのでなく、対策する計画だったのに止

めたということだ。これは決定的な違いで有罪の証拠に

なるものだ。しかも、さらに問題なのはこの「新証拠」

の内容は、政府事故調も検察庁も知っていたはずなのに

隠蔽されていたことであり、このような原子力ムラの情

報隠蔽を検察審査会の市民の正義が打ち破ったのだとい

う。この隠蔽についてはマスメディアにはまったく取り

上げられず、逆に有罪は難しいという凄まじいキャンペ

ーンが行われているので、裁判を支えるさらなる市民の

ネットワークが必要だと強調された。 
討論者の清水会員は、現住地である栃木も放射能に汚

染されながらそれを口にすると風評とされる人権侵害の

中、研究者としてのあり方を反省した。産業公害として

の水俣と福島をはじめとする原発事故被災地を結ぶ手が

かりとして佐藤嘉幸氏、田口卓臣氏ら哲学者、文学者に

よる論考『脱原発の哲学』を紹介しそこに現れる類似性

を指摘した。戦前から戦後へと連続し変わらぬ無責任で

反省を取らない体制を国民もきちんと追及できない。さ

らに、この被害者や市民が分断され声を上げられず絶望

的な状況の中で研究者ができることは何か、国際的核構

造の強大さに打ちひしがれて安全神話に乗ってしまおう

という人たちにどう向き合うのかという質問が投げかけ

られた。 
	 討論者の横山会員は、「専門家の役割に注意しなけれ

ばならない。そうしないと目眩ましに使われてしまう」

ことや、二度と被害を繰り返さないために、政策決定へ

の被害者の参加の重要性を強調した原田正純医師の言葉

を紹介した。一方でチッソ水俣事件との違いもある。水

俣の前には同様の巨大産業公害事件が無かったのでその

解決や補償、患者認定などが非常に難しかったのに対し

て、原発事故では放射能被害は既にいろいろ知見があっ

て、予測可能であったにもかかわらず起きてしまったこ

と。もう一つは時代の違い。高度成長に先行する時代に

発生し経済成長と共に被害を拡大した水俣病。いま低成

長も怪しいなか注目される安全保障、そこに結びついて

核政策として語られる原発。5 年経つ中で表面化する被
害の過小評価、また因果関係を曖昧にして補償を減らす

ために基準を厳しくするようなことを突破するために有

効な手段が裁判闘争だ。責任を取らせることは重要だが、

元通りになる訳ではないので補償も重要。地域を限定し

たり過小評価したりするのを許さないことも含めて裁判

闘争は重要な意義を持つ。そこで海渡氏に対して、水俣

では多くの裁判で勝っているが、原発は安全保障に結び

付き、国策の中核にかかるもので過去の裁判結果も厳し

いが、原発訴訟をどうとらえるか？また武藤氏には、水

俣病の経験からすれば同様の公害事件が国内外で繰り返

されてきた。いま原発輸出と結び付けて危惧される「繰

り返さないこと」を具体化するために発するメッセージ

は？という質問が発せられた。 
	 これらに対して武藤氏からは、大学教員・研究者が若

者に自分が一員である社会は自分で変えられることを示

すこと、甲状腺以外の検査・調査の実施を望むこと。ま

た告訴団の続ける被害者集会、被害者自身が被害を語る

ことが重要。15000 人中 7000 人の被害陳述書を得、う
ち福島の 50 人分を本にして英訳もした。これらは被害
者自身が見つめ直して一歩歩み出すためにも有効で、理

不尽な被害に遭った被害者であるという認識を毎日持ち

続けたいという応答がなされた。 
	 海渡氏からは、研究者には自分のような実務者にはで

きない息の長い調査研究を望むとともに、教育者として

接する次世代に生きるヒントを与えて欲しい。実は 3.11
前に原発関連で原告が勝った裁判は二つしかなく、その

一つであるもんじゅ訴訟に関わった。でも 3.11 前は市
民の中にも研究者の中にも味方の殆どいない大変な裁判

だった。3.11 直前には浜岡訴訟に酷い判決で負けたばか
りで鬱状態だった。しかし今は次々に勝っている。これ
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からも勝ち続ける。訴訟だけじゃなく新潟県知事選で、

たった数週間で柏崎健発再稼働反対の候補者が勝ったの

も、原発はまっぴら御免という 70％の人びとが分って
いるからだ。そこから 15％の原発嫌だけど経済優先で
仕方がないという人たちを引いても 55％の多数派だ。
原子力に関しては相当の地殻変動が起きている。ただ、

福島の原子力厳戒態勢のようなものは、原子力と共に暮

らせという死の宗教のようなものが蔓延る地域になって

しまっている。復興という言葉で金縛りになってしまっ

ているような状態であるという応答がなされた。 
	 以降、フロアからの質問に対して、武藤氏からは環境

省などによる子ども向けリスクコミュニケーション（リ

スコミ）の微妙な誤魔化しや、子どもを健康被害から防

護する方法、とくに保養を国で制度化すべきことなどが

応答された。また海渡氏からは、検察は必死の捜査で起

訴できるだけの証拠を集めながら、起訴しないと決めら

れたから不起訴となって証拠は検察審査会の委員が見る

まではどこかに眠っていた。どこかに隠した人がいる。

それらを明らかにする検察官役の指定弁護士は検察官同

等の権限と権能を持っており、非常に有能でフェアな人

物だが、すべての証拠は既に揃っていて隠されていただ

けで、これから新たに探すことはないと思われる、等々

積極的な議論が展開された。被害者の方々が補償や住宅

支援を打ち切られて帰還を迫られるなか、東電原発訴訟

の展望が具体的に開ける部会となった。「復興」の強制

に対抗するためにも、加害責任にかかる事実を明らかに

することこそ必要であることが、あらためて明らかにさ

れた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
（平井朗） 

 

 
自由論題部会 1（単独報告） 
報告：柏崎正憲（東京外国語大学） 
「入国管理のセキュリティ化の日本的特徴」 

討論：前田幸男（創価大学） 
報告：小阪真也（立命館大学） 
「移行期の正義の継承：国際刑事法廷の現代的位相と残存（residual）メカニズムへの要請」 

討論：二村まどか（法政大学） 
報告：藤井広重（東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程） 
「国連 PKO 文民の保護マンデートにおける文民要員の重要性：国連南スーダン共和国ミッションの教訓からの
考察」 

討論：井上実佳（広島修道大学） 
司会：二村まどか（法政大学） 

 
本部会は自由論題部会であり、三名の会員より単独報

告がなされた。それぞれの報告に対しては、個別の討論

者より考察・コメントがなされた。 
一人目柏崎正憲会員の報告は、日本における入国管理

の特徴を「セキュリティ化」の観点から考察するもので

あった。まず日本の入国管理のセキュリティ化について、

1990年代に警察および入管当局内、そして 2000年代に
公的レベルにおいて、入国・在留管理と警察主導の治安

対策との相互浸透が展開することで進んだと説明された。

その背景として、1980 年代後半の新来外国人の増加と
それに伴うセキュリティ認識や犯罪観の変化があったこ

とは、他国における移民のセキュリティ化と比較可能だ

が、日本の特徴として重要なのは、戦前から続く治安優

先の入管体制の再確立を目指す、伝統的な安全保障観に

基づく動きがあったこととの考察がなされた。この連続

性を問うことは、日本の入管体制における人権保障の問

題を見るうえでも必要との指摘もなされた。 
討論者の前田幸男会員からは、日本の入管政策の異質

性を指摘するコメントとともに、以下の指摘があった。

一つ目は、Securitization の訳として「セキュリティ
化」はふさわしくない、「安全保障問題化」あるいは

「安全保障体制の強化」と訳しわけるべきであり、政策

の変化、特に言説を見るのであれば後者が適切との指摘

である。二つ目は、外国人の取り締まり強化、つまり犯

罪の厳罰化が、なぜ 2000 年以降に起っているのか、さ
らなる説明がほしいというものである。三つ目は、逆コ

ースの評価について、その説明と解釈に対するコメント

である。四つ目に、戦前から続く治安優先の入管体制は、

突き詰めると国体の話につながるのではないかとの指摘

があり、そこに関する分析・説明がほしいとのコメント

があった。 

二人目小阪真也会員の報告は、国際刑事法廷の残存メ

カニズムを取り上げ、移行期正義の継承について分析を

試みたものであった。まず、ユーゴ・ルワンダ国際刑事

法廷とシエラレオネ特別法廷後の取り組みとして設立さ

れた残存メカニズムの背景とその機能が説明された。そ

の上で、過去のニュルンベルク・東京裁判後には同様の

取り組みがなかったことが指摘され、国際社会が国際刑

事法廷の活動や機能の継承を試みることの新規性が強調

された。この動きの背景として、前身となった国際刑事

法廷と平和構築政策との連関、国際刑事法の発展、人権

規範の進展などの要因が挙げられ、これらの要因は同時

に現在の国際刑事法廷の在り方を見るうえでも重要な要

素であることも指摘された。 
討論者の二村まどか会員からは、日本の学会ではまだ

正面から取り上げられていないテーマを扱った本報告の

意義と評価に対して、以下のコメントがあった。一つ目

に、残存メカニズムの分析を通して、「移行期正義後」

に焦点を当てることの意義が評価された。と同時に、移

行期と移行期後の活動が果たして（どのように）異なる

のかについてはさらなる考察が必要との指摘もなされた。

二つ目に、報告タイトルとの関連で、本報告の分析が移

行期正義の他のメカニズム（とくに真実究明）に対して

どのような意味を持つのか、説明がほしいとのコメント

があった。三つ目に、「移行期正義とは何か」について

議論がある中、「継承すべき遺産は何か」についても必

ずしも自明ではない、単なる政策の継承でいいのか、ア

ウトリーチがより重要となるのではないかとの指摘があ

った。 
三人目藤井広重会員の報告は、国連 PKO の文民要員

が抱える問題について、南スーダンにおける PKO（国
連南スーダン共和国ミッション：UNMISS）を事例に考
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察するものであった。南スーダン政府を支援する国づく

りを主たる任務としていた UNMISS は、2013 年 12 月
の暴力再発を機に、政府や反政府勢力の暴力からの文民

保護を主たる任務に抱えることになり、国内避難民に対

する保護措置として POC（文民の保護）サイトに取り
組むことになる。報告では、緊急・一時的措置として取

り組まれた POC サイトが長期化し、人道支援任務やサ
イト内での犯罪への対応など新たな課題を生み出すこと

になったこと、その結果 UNMISS が、本来の任務を十
分に果たせないだけでなく、現場の文民要員の役割も拡

大・変化しているとの考察があった。報告では、日本か

らの文民派遣は、国連 PKO の現場では柔軟な対応が迫
られることも踏まえて、検討されるべきとの指摘もなさ

れた。 
討論者の井上実佳会員からは、PKO の政策が現場の

状況を後追いしている現実があるとの指摘があったうえ

で、以下のコメントがなされた。一つ目が、PKO が何
をすべきか（するべきでないか）は、加盟国の政治的決

断によるという点であり、その上で、POC サイトにお
ける文民要員の働きを決めているのは誰かという問いが

あった。二つ目に、PKO における役割分担において、
どの国がどのような人材を文民要員として提供している

のか、その質は保証されているのかについての問いがな

された。三つ目として、文民要員と軍人要員との協力の

必要性が指摘されたうえで、文民要員とその他のアクタ

ー、特に保護すべき国内避難民との関係がどのようなも

のかについて、文民要員の安全性・正当性の観点から問

いがなされた。 
三つの報告は単独報告であったが、討論者の井上会員

も指摘したように、どれも国際社会における法（法秩

序）と個人との関係をめぐる問題を内包したものであり、

部会全体としてテーマ・問題意識を共有することができ

たように思われる。参加者からの質問も活発になされ、

報告での考察がさらに深化・発展していく様子が見られ

た。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （二村まどか） 
 

 
 

 

自由論題部会 2	 「国家、（無）国籍、そして人間」（パッケージ企画）	  
報告：陳天璽（早稲田大学） 
「国籍、パスポートと人間」 

報告：秋山肇（日本学術振興会特別研究員・国際基督教大学大学院） 
「国際法における無国籍の予防と日本の国籍法」 

報告：新垣修（国際基督教大学） 
「国籍の剥奪と安全保障化」 

討論：佐藤安信（東京大学） 
司会：阿部浩己（神奈川大学） 

 
	 国家の構成員たる資格を指し示す「国籍」は、個人の

アイデンティティの形成に大いなる影響を及ぼす要因で

ある一方で、国家の安全保障と密接に結びつき政治的に

操作されてきたものでもある。平和学の観点から暴力な

き世界を構想するにあたり、国籍という制度のもつ暴力

性とその解放可能性を批判的に考察する必要性はますま

す強まっているといってよい。そうした「国籍」の諸相

を「無国籍」の観点から解き明かす 3 つの刺激的な報告
に、討論者のコメントと会場から寄せられた多くの質問

が複層的に交差して、本部会には濃密な言説空間が作り

あげられた。 
	 まず第 1 報告者の陳天璽は、専門の文化人類学的手法
を駆使し、「国籍、パスポートと人間」と題する報告を

行った。日本社会の現実に精細に分け入る陳は、無国籍

者の全体像を 5 つに分類するとともに、身分証明書や在
留カードといった諸制度が無国籍者のアイデンティティ

と実生活に深甚なる影響を及ぼしていることを実証的に

解き明かす。とりわけ身分証明書の不正確さが無国籍者

の排除・不可視化をもたらしていることを憂慮する陳は、

国籍制度を自明視する思考態度を批判的に見つめ直す必

要性を説く。 
	 第 2 報告者の秋山肇は、「国際法における無国籍の予
防と日本の国籍法」というタイトルのもと、無国籍削減

条約に焦点をあて、未締結の条約が国家の行動を規制し

得る可能性を分析した。秋山が着目するのは、女性差別

撤廃条約の締結に際して行われた 1981〜84 年の法制審
議会国籍法部会における審議である。これまで顧みられ

ることがなかった関連資料を丹念に辿ることにより、未

締結の無国籍削減条約が、「西欧」の立法基準であった

ことから、国籍法改正作業の過程で当初から重要な参照

枠として機能していた様が浮き彫りにされた。 

	 第 3 報告者の新垣修は、安全保障化の相が深まる国籍
の実態を「国籍の剥奪と安全保障化」と題する報告の中

でダイナミックに描き出した。9･11 以降の「新時代の
脅威」を受けて、自国民の国籍（市民権）を剥奪する政

府の権限が強化されている。とりわけ英国では、2014
年の法改正により、無国籍の発生すら阻害要因にならぬ

市民権剥奪権限が内務大臣に与えられるまでになった。

のみならず、翌年には自国民の排除を可能とする法も整

備されている。例外状態の常態化を背景に推進されるこ

うした「復古的」というべき措置に抗するため、新垣は

脱安全保障化に向けた理路を提示し、差別・貧困の連鎖

を根源的に直視すべきことを訴える。 
	 以上の報告について討論者の佐藤安信からコメントが

あり、会場からも質問が多数寄せられた。まず、陳報告

については、佐藤から、果たして無国籍アイデンティテ

ィはあるのか、国籍から自由になれる人はいるのか、と

のコメントがあった。文化人類学的なケーススタディか

らは、実際国籍取得を望まないケースが日本に在住する

白系ロシア人やタイの山岳民族にみられることが紹介さ

れた。また、会場からは、人権保障を担保する機能を持

つ国籍を相対化するためには、それに代わる法制度が必

要であるがなにか提案はあるのか、とのコメントが寄せ

られた。これについては、国籍が無くとも、居住地の住

民であることで享受できるサービスなど、違う形のメン

バーシップ制度が新たに設計されても良いのではないか

との応答がなされた。 
	 秋山報告については、国籍法検討の際に国内のいかな

るアクターによる影響が見られるのか、という質問があ

り、法制審議会において重国籍者の母の会に聞き取りが

行われたとの回答がなされた。また、無国籍削減条約が

法務省によって意識化されていたことを指摘する意義に
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ついての疑問が、従来指摘されてこなかった、日本にお

ける無国籍削減条約の検討を明らかにするものであるこ

とに意義を見出せるが、その含意については今後の検討

課題であることも確認された。 
	 新垣報告については、佐藤より、英国政府の国籍剥奪

権限強化を制約する国際規範の可能性についての議論は

ないのか、との問いがあった。これに対しては、同国を

直に拘束する国籍剥奪禁止規定が実定法上限られている

ので、そのような議論は現段階で限定的であるとの回答

がなされた。また会場からは、国籍の脱安全保障化推進

のためには何が必要か、との問いがあった。（脱）安全

保障化においてはオーディエンスの反応が決定的に重要

であるが、彼らの思考が国内だけで完結されるとは限ら

れないので、国境を意識しない連帯が今後の鍵になるの

ではないか、との応答がなされた。 

	 このほか、ナンセン・パスポートの現代的可能性につ

いて、討論者の佐藤が解説を加えた。 
	 報告者と会場とのさらなるやりとりの時間を確保でき

なかったことが心残りであるが、「無／国籍」への平和

学的関心の広がりを実感できる場であった。今回の議論

をいっそう深めていく機会を設けられればという思いを

共有しつつ本セッションを閉じた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（阿部浩己） 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
 
自由論題部会 3 
報告：名嘉憲夫（東洋英和女学院大学） 
「政治学的観点から考える安倍政権による『9・17安保法制強行採決』の性格――”リーガル・クーデター”概念
の提案」 

討論：小林誠（お茶の水女子大学） 
報告：岡野内正（法政大学） 
「人類遺産相続基金共同体と歴史的正義回復審判所の設置を実現するために」 

討論：佐伯奈津子（名古屋学院大学） 
報告：平林今日子（京都大学） 
「セミパラチンスク地区住民の核実験に対する認識について――疾患・障がいを持つ子どもとその保護者に対す
るインタビューより」 

討論：藍原寛子（ジャーナリスト Japan Perspective News 株式会社） 
司会：小林誠（お茶の水女子大学） 

 
この部会では小林誠（お茶の水女子大学）の司会のも

と、3 つの単独報告が行われた。 初に名嘉会員が、安

倍晋三政権の安全保障法制と集団的自衛権解禁に関わる

一連の過程を現代に特異なものとして抽出する分析枠組

みを措定する斬新な議論を行った。まず革命やクーデタ

ーといった大きな概念を整理したうえで、「策動クー」

（違法・脱法のさまざまな策動行動の積み重ね）を定義

した。これには、2011 年のシャロンの政権獲得、2012
年の石原都知事の策動とそれに連動した衆議院選挙など

が含まれる。また策動クーによる憲法体制の変更の方法

として、違法な解釈改憲、違法な法令の強行裁決などの

「リーガル・クーデター」という概念が提示された。こ

れには 1954年の韓国の憲法改正、1935年の天皇機関説
事件などが含まれる。言うまでもなく、安倍政権の安保

法制はここで言うリーガル・クーデターにほかならな

い。 
この報告では小林が討論者を兼ねた。革命やクーデタ

ーの概念のそれぞれの概念について、時代区分や指標に

ついて疑義が出されたが、これについて報告者は理念型

モデルであるので例外があると回答した。報告と討論を

通じ、安全保障法制が憲法体制を破壊することについて

議論する重要性が浮き彫りになったと言える。 
	 次の岡野内報告の前提は、昨今あまり使われなくなっ

た階級分析を行う必要性があるという認識である。今

日、会社や金融機関どうしの株式相互持ち合いを通じ、

グローバルな企業集団が資産の中核を保有して相続する

ようになっている。その一方で、資産を略奪的に奪われ

た多数の人々が残されている。こうした階級支配を終わ

らせ、格差問題を解決するために構想されたのが、人類

遺産相続資金である。これはグローバル企業株式を人類

遺産として共同・均分相続して基金を作り、グローバル

企業の議決権決定の 50％以上を捻出させるものであ
る。さらに基金を用いて歴史的正義回復審判所を設置

し、加害者・被害者双方が参加して調査・謝罪・補償を

進めることも提案される。実に大胆な試みと言えるだろ

う。 
	 これに対し、討論者の佐伯奈津子会員（名古屋学院大

学）は、構想へのさまざまな困難を指摘した。新機関に

大国が参加しないと実効性に限界が生じる。またアチェ

に見られたように現地住民が利益をめぐって団結を失う

こともある。これに対し報告者は、多々の困難があるこ

とを認めたうえで、議論するだけでなく実践を行う必要

性を強調した。 
	 後の平林報告は、セミパラチンスクにおける障が

い・疾患を持つ子どもを対象とした 9 件のインタビュー
に基づく実に貴重なものであった。セミパラチンスク

（今日ではカザフスタン共和国）では 1949 年の初のソ
連核実験から 1989 年の停止まで 40 年間で 400 回以上
の核実験が行われ、地域住民に甚大な被害をもたらし

た。調査は日本の被爆に関して開発された方法を取り入

れたインタビューを通じて行われ、障がい・疾患が核実

験由来のものか、あるいはそうでないのかについての認

識を、医師と当事者の双方の観点からまとめている。こ

れらの認識にも、また当事者が置かれた医療や社会保障

などの状況にも、それぞれかなりの違いが見られた。 
討論者の藍原寛子会員（Japan Perspective News）

は、福島原発事故と比較しながら、実験場を意味する

「ポリゴン」概念が語られる特殊な意味合いに注目する

一方、医者による科学的所見と障がい・疾患当事者との

認識の違いについて示唆を加えた。報告者は、ソ連支配
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に対する住民の記憶のニュアンスについて印象を付け加

えた。 
	 これら 3 つの報告は共通のプラットフォームの上に議
論が設定されたわけではもちろんない。論点は多岐に渡

る。とはいえ、いずれも鋭気あふれる報告であり、共通

して今日の平和研究の 先端の課題を示していると言え

るだろう。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（小林誠） 
 
 
 

ワークショップ	 「レイシズムにさよならする方法: 防止マニュアル作りを通じてレイシズムを考える」	 	 	 	 	
（平和教育プロジェクト委員会企画） 

ファシリテーター: ロニー・アレキサンダー(神戸大学)、杉田明宏(大東文化大学)、鈴木晶(横浜サイエンスフロンティア
高校)、高部優子(Be-Production)、暉峻僚三(川崎市平和館)、堀芳枝(恵泉女学園大学) 

 
平和教育プロジェクト委員会では、秋季集会におい

て、近年日本社会において深刻な問題となっている、ヘ

イトスピーチも念頭に置いたワークショップを実施し

た。 
まずアイスブレーキングとして「集団意識を意識す

る」ワークショップを行った。参加者には目を閉じ外側

を向いて円形に立っていてもらい、ファシリテーターが

数色のシールを参加者のひたいに貼ってゆく。その後、

目を開けてもらい「グループを作ってください」という

指令の下、参加者が集団を作るというものだが、参加者

は何を基準としたグループなのかを一切伝えられていな

いにもかかわらず、みんなお互いのひたいに貼られたシ

ールの色でグループの仲間を探しており、ヒトの群意識

を再認識するアイスブレーキングとなった。 
アイスブレーキングの後は、まず、本人の意思では変

えられないか変えることが難しい属性に対して発生する

差別行為の中でも、特に民族や国籍への属性に対して発

生するレイシズムを対象とするワークショップであるこ

とが説明された。 
手順としては、まず第 1部として、1) どのようなレイ

シズムが起きているかを出し合う、2) 出てきたケースは、
誰に対して、どのような場で、何をしているのかをポス

トイットに色分けする、3) グループで出されたようなレ
イシズムを無くす、または減らすには「何を禁止すれば

良いか」をマニュアルとして作ってゆく、という 3 つを
グループワークで行った。沖縄で機動隊員による土人発

言や、寿司店における韓国人旅行者への嫌がらせなどが

話題になった直後という事もあり、「ヘイトシティ大

阪」など多くの興味深いキーワードが出された。参加者

を 3 グループに分けての実施だったが、在日コリアンの
ような数世代にわたって日本社会で暮らしてきた人々、

アイヌ、ウチナンチュといった先住民族、フィリピンや

ベトナムなど安価な労働力として暮らす人々などが、差

別の対象として 3グループすべてからあがった。 
一旦会場で各グループの結果を共有した後は、全体で

「禁止することでレイシズムは乗り越えられるか」と

「レイシズムを乗り越えるために、私たちの社会が必要

とする変化」についてディスカッションを行なった。ど

うしても平和学会の会場ということで、ある程度の思想

の方向性はあるため、ディスカッションの際にはファシ

リテーターは意図的に国家主義的なコメントや主張を述

べる役割を担った。 
具体的な行為の禁止によって、レイシズムにさよなら

することができると考える参加者はほぼ皆無であったの

と同時に、現在のようなヘイトスピーチが横行する社会

においては、制度として法的な禁止自体は必要であると

の意見も出た。法的な措置だけでなく、「意識・行動・

制度」のパッケージでの変化の必要性も提起された。一

方、意識や行動の変化と密接に関わる日本(人)の文化を
変えてゆく必要性についても言及された。 
ヘイトスピーチは、どこか脅かされている不安が社会

である程度共有されており、その不安と重なっているよ

うに見える属性(民族や外国につながりのある集団)がメ
ディアや公人によって提示された時にそれに乗っかるよ

うに燃え広がるという構図も提示された。 
2 時間半というのは、ワークショップの尺としては決

して短いわけではないが、学会の集会という性格上、一

回で完結させざるを得ないことから、かなり参加者を急

かしながらの実施となった。これは、2 時間半でも足り
ないくらいに、充実した機会であったということにもな

るが、まとめの部分に該当する「私たちの社会が必要と

する変化」を十分に議論することができなかったことは

悔やまれる。時間とプログラムの兼ね合いは今後の課題

の一つといえる。 
今回のワークショップも、集会で実施する前にいくつ

かの中学、高校、大学で実際にやってみて、ある程度の

修正をくわえた。その中で扱う対象をレイシズム全般か

ら民族や国籍という属性に対するレイシズムへ、場を参

加者が思い浮かべる「私たちの社会」から「日本社会」

へと変更するなど、多少話し合う範囲を狭め、ある程度

共通の土台でグループワークができるように修正はした

が、話しやすくした修正が必ずしも時間の短縮には結び

ついていない。時間は意識せざるを得ない一方、大会・

集会の時間ありきで全てをきめてゆくことも本末転倒な

ので悩みどころではある。 
このような取り組みを、横に広げてゆくことは、社会

の動きを感じる＋考える＋話す＋行動する、Active 
Citizen を増やしてゆくためには有用であると考える。
今回の参加者の大半を占める教員が、今回の WS で得た
ものを持ち帰り、自ら実践していただくことが期待され

る。 
今回の集会では、何人かの大学生の参加はあり、また、

大学教員ではない方にも一定数参加いただいた。いかに

様々な年齢層・社会層の人々にさらなる参加を促してゆ

けるかは、学会の集会・大会という制約はあるものの、

引き続き課題ではある。	 	 	 	 	 	 	 	  
（暉峻僚三） 
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分科会報告 
「軍縮・安全保障」分科会	
発話者：水本和実（広島市立大学）、	
発話者：広瀬訓（長崎大学）	
発話者：茅原郁生（拓殖大学名誉教授）	
司	 会：佐渡紀子（広島修道大学）	

 
このたびの分科会は、テーマを「“核なき世界”実現の

今日的課題とは」とし、トークセッションの形式で開催

した。発話者、司会は『なぜ核はなくならないのかⅡ』

（法律文化社、2016 年）の共著者が担当した。同書は、
核兵器をめぐる諸問題を通じて国際平和のあり方を考え

ることをねらいとし、兵器の規制枠組み分析、国家の核

政策分析、そして核兵器なき世界に向けた課題提起の 3
部構成をとっている。本セッションでは、登壇者が同書

での分析に基づき、核兵器をめぐる現状分析を示したの

ちに、核なき世界の実現に向けた課題を提起した。セッ

ションはその後、フロアとの対話へと展開した。 
トークセッションでは、まず水本氏が同書のねらいや

各章の概要を示したうえで、各章の分析から導き出され

る核なき世界に向けての今日的課題を提起した。具体的

には、①軍事技術革新や国際構造の軍事化の流れを変え

る必要性がある、②軍縮には人道的アプローチと戦略的

アプローチが必要だが、規範意識を高めるには人道的ア

プローチが重要である、③NATO・ロシア関係、中国、
中東、北朝鮮などの核兵器を巻き込んだ対立をどう解消

するかが問われる、④核開発国・米国社会の核兵器観を

健全に変える必要がある、⑤一定の条件がそろえば核武

装国家の核放棄は可能だが、その条件を柔軟に探る必要

がある、⑥核廃絶の道筋は、人道的アプローチによる核

兵器非合法化と、核兵器国の提唱する段階的削減アプロ

ーチに二分されつつあるが、非合法化と削減の加速の両

方を追及すべきである、⑦「被爆地外交」を日米同盟・

核の傘強化の隠れ蓑にさせず、被爆地を人道的アプロー

チの原点とし、東アジアの紛争・摩擦を信頼醸成で解決

する可能性を追求すべきである、の 7項目であった。 
同書で包括的核実験禁止条約（CTBT）を分析した広

瀬氏は、核実験はどのような意味を持つのか、CTBT は
どのような状況にあるのかを論じ、今後の課題を提示し

た。広瀬氏は、まず抑止論がよって立つ「核兵器が究極

の兵器である」ことの検証はなされていないことを強調

した。そして第二次世界大戦後は使われていない核兵器

は、核実験によってその威力が示されてきたのであり、

核不拡散条約（NPT）の無期限延長が議論された際、核
拡散防止の枠組みを維持するためのアリバイとして、核

実験の禁止とカットオフ条約が実現したと分析した。

CTBT は未発効ながら核実験の探知のためのしくみは整
っている。核兵器の質の向上にもつながる核実験を禁止

することには意義があり、CTBT の枠組みを今後どのよ
うに活用するのかが重要な課題であるとした。 
次に茅原氏は同書で示した中国の核政策分析を基に、

中国の特性と今後に向けた課題を提起した。核なき世界

の実現のためには、水平拡散を止める必要があるが、そ

のためには垂直拡散を止める必要がある。しかし、核保

有国の中でも中国は特殊な国であるとした。中国は強権

国家であり、そこでは民意と政権のかい離があり得る。

革命体験の無い現在の指導者層は大国志向を大切にして

おり、その裏付けとして強い軍事力を求めているとした。

そのような国家の特性を踏まえたとき、核兵器について

いえば、人道性アプローチでは中国は動かないと結論付

けた。また茅原氏は、中国は弱者としての自己認識も持

っていることを強調した。そのため、中国の安全保障政

策においては通常兵器と核兵器の間には壁がないとの分

析が示された。そして中国における規範・ルールの扱い

方の特殊性を補足したうえで、中国のこのような特殊性

を踏まえた対応の必要性に言及した。 
	 発話者らはその他、米国と中国の相互不信の弊害から

両国間の信頼醸成が必要である点や、核保有国と同盟関

係にある国々が、コミットメントの象徴として核兵器

（特に戦術核）による安全保障供与を求める可能性など

にも言及した。 
続くフロアとの対話は、核なき世界の実現に向けた課

題を対話軸とした。そこでは多様な論点や提案が提起さ

れた。例えば、核の脅威に対する市民の意識を高める必

要性が提起された。核抑止論から脱却するためには核兵

器の脅威を共有する必要があるが、偶発核戦争への市民

の意識が低いという認識に基づいた提案であった。社会

科学の知見に、自然科学の知見を合わせて、核被害のシ

ミュレーションに取り組む意義が強調された。これに対

しては、非人道性会議の場を中心に、核実験による気候

変動リスク分析など、様々なシミュレーションが提供さ

れていることが共有された。あわせて、市民へのアウト

リーチの重要性も共有された。 
	 また、通常兵器と核兵器の連動性に、さらに注意を向

けることの必要性も提案された。例えば劣化ウラン弾は

放射性物質を用いる破壊力の大きな兵器だが、これは通

常兵器として扱われる。また、核兵器への依存を減らす

ことは、通常兵器による抑止に移行することを意味する

ことから、通常兵器を中心とした戦略バランスが重要な

論点となる。 
	 さらに、心理学的なアプローチの必要性も提起された。

核抑止論や核被害に向き合う際に加え、核テロの可能性

を生むテロリズムという課題に向き合うためにも、心理

学的なアプローチは有効であるとの視点に立った提案で

あった。 
そのほか、中国の特集性を踏まえたとき、国内へのア

プローチは有効なのか、核に関する方針・政策の信頼性

はあるのかなど、現状分析に関する質疑も行われた。 
本トークセッションは 後に、登壇者がそれぞれ、市

民社会の役割、通常兵器と核兵器を連動してとらえるこ

との必要性、そして、国際社会において暴力に頼らない

問題解決を目指すことの重要性を強調して、閉会した。 
（佐渡紀子） 
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「難民・強制移動民研究」分科会	

報告：佐竹眞明（名古屋学院大学）	

「多文化家族への支援に向けて―フィリピン・日本結婚夫婦の事例に基づいて―」	

討論：小川玲子（九州大学）	

司会：小泉康一（大東文化大学）「アフリカ」分科会 
 
日本では国際結婚の増加に伴い、日本人や外国人配偶

者や子どもの数は 100万人を超えているにもかかわらず、
国際結婚家庭は独自の政策対象としてはとらえられてい

ない。報告者は「多文化家族」を、1）日本で暮らす日
本人と外国籍者との婚姻家庭、2）帰化者と日本人との
婚姻家庭、3）子どもをかかえる国際離婚家庭、と定義
し、当事者の実情を反映した支援が必要であることを述

べる。「多文化家族」という用語を用いる理由としては、

1）「ダブル」の子どもたちを含め新しい家族像を示唆
することができること、2）「多文化共生」の視点から
家族を考える必要があること、3）2008 年に韓国で制定
された「多文化家族支援法」の立法主旨に注目しての 3
点が挙げられる。	

そして、2015 年 7 月から現在までに、西日本と東海
地区で、フィリピン女性 17 名と日本男性 9 名の夫婦に
対するインタビューを行った。妻の年齢は 29 歳〜53 歳、
夫の年齢は 47 歳から 70 歳で結婚年数は 2〜29 年であ
る。多文化家族が直面する問題として、1）夫婦間の言
葉の相違、2）文化や価値観の相違、3）日本人夫による
暴力、4）外国人配偶者の低所得、5）出産、子育て、教
育の 5 点があげられた。フィリピン女性のうち 15 名は
何らかの形で日本語能力が不足（会話・読み書き 2 名、
読み書き困難 12 名、全て困難 1 名）していると感じて
おり、病院での診療や仕事や家庭での意思疎通に困難を

抱えていた。そのうえで報告者は国際結婚においてはジ

ェンダー差別に加えて民族的な差別や偏見があり、DV
が発生する原因にもなっていることから、日本人配偶者

による異文化理解を促進する必要があると述べる。例え

ば夫による DV については日本人夫婦でも DV は発生す
る。だが、国際結婚では女性に対する性的差別に加え、

民族的な差別・偏見に基づく場合もある。さらに、日本

人配偶者による異文化への理解や尊重を促す必要もある。	

後に、多文化共生の理念・施策に基づく公的支援は

相応に提供されているが、日本には移民の権利全般を保

障する法律は制定されていない。当事者の多さ、特有の

問題を踏まえて、多文化家族への支援に向けて当事者の

実情、声を反映させた政策、立法が検討されるべきであ

ると結論づけた。	

	

[討論]	

討論者からは、以下の指摘が行われた。第 1 にインタ
ビュー対象者のサンプリングの問題が挙げられる。イン

タビュー対象者は全員結婚が継続している人たちである

が、フィリピン人の生活保護受給世帯の 7 割はシングル
マザーであることを考えると、もう少しサンプルにばら

つきが必要ではないか。また、滞日歴が 2 年と 30 年で
は日本語能力にも差があり、抱えている課題も異なるの

ではないか。集住都市と地方では社会的ネットワークや

家族に依存する度合いなどによって抱えている課題が異

なるのではないか。さらに、調査は日比の国際結婚を対

象としているが、日比のケースは他の国の出身者に対し

てどの程度汎用可能だと考えられるか。第 2 に、韓国の
多文化家族支援プログラムは人権やマイノリティに配慮

した盧武鉉政権時代に施行され、韓国語教育や家族向け

のプログラムなどの包括的支援を行っており、公的領域

において結婚移住女性を可視化し、雇用を通じた社会参

加を生み出したという点で評価される。一方、日本の場

合には社会統合政策が不在のため韓国のような体系的で

包括的な政策はないが、革新政権が誕生しない以上、既

存のリソースで対応しているのが現状である。例えば、

日本語教育や多言語ホットラインや DV のシェルターの
運営や医療通訳などは、自治体の国際交流協会や大学や

NGOs がいわば「つぎはぎ」で支援を行っている。しか
し、これらの活動は体系化されていないため、支援から

落ちてしまうケースもあると思われる。既存のリソース

による支援の「穴」や「弱点」はどこだと考えられるか。

また、それを補うためには何が必要か。第 3 に家族の個
人化や多様化が進行する中で、多文化家族支援の枠組み

では女性を「妻」や「母」としてしかとらえることがで

きない。韓国の多文化家族支援政策も家父長主義的であ

るという批判があり、離婚したり子どもがいない場合に

は政策の対象になりにくい。しかし、実際には移住女性

は結婚したり、離婚したり、労働者になったりしており、

「多文化家族支援」という選別主義的な枠組みよりも、

格差を解消するための普遍主義的な社会保障を強化し、

包摂して行くという方法の方が福祉受給者としてのステ

ィグマを生じさせず、現実的なのではないか。第 4 に結
婚移住者は福祉政策の対象であるだけでなく、さまざま

なセルフ・ヘルプグループを形成しているが、それらの

エンパワーメントの方策についてアドバイスがあれば知

りたい。	

	 報告者からは、第 1 の点については人間関係の問題も
あり、アクセスしやすいインフォーマントにアプローチ

したきらいはある。シングルマザー家庭に関しては今後

の課題としたい。多文化家族に関して現在共同で研究を

行っており、共同研究者の中には中韓の国際結婚に関す

る研究者が含まれている。フィリピン人の配偶者特有の

問題としては日本語の運用力に差があるため、中韓の出

身者に比べて事務職につけないということがある。第 2
の点としては夫の意識改革をするようなアプローチが必

要だと考えている。日本人の親戚たちを含めて異文化を

尊重する態度を醸成する必要がある。第 3 の点について
は海外からの移住者、移民全体に対する人権保障という

視点から考える枠組みも重要だと考えている。ただ、多

文化・国際結婚家族における特有の問題も踏まえて、そ

れらの家族に対する支援のあり方も考える必要がある。

関連して、2014 年、中国籍の永住者が生活保護を拒否
された事件について、 高裁判所は「外国人は生活保護

法の対象ではなく、受給権を持たない」との判決を下し

た。移住者の人権保障がいかに遅れているかを示す事例

である、との指摘があった。	

	 参加者から第 1 に韓国の多文化家族支援センターから
は何が学べるか。第 2 に外国人家事人材の受け入れにつ
いてどう考えるかという 2 点について質問があった。第
1 の点については討論者から政府によるコミットメント
があることや結婚移民をリーダーとして育てて雇用する

という点で高く評価できるものの、家父長主義的であり、

韓国語と韓国文化を教えて「韓国国民」にするという同

化主義的な色彩が強いため、プログラムの見直しが必要

であることが指摘された。第 2 の点については報告者か
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ら家事を外注するのはジェンダー平等に反する上、長ら

くエンターティナーのイメージで見られてきたフィリピ

ン人が今度はメイドさんとしてステレオタイプ化されて

見られるようになることから反対であることが述べられ

た。	

	 別の参加者からは多文化家族の定義について、国籍と

文化が結びつけられている印象があるが、1 つの国や地
域の中にも多様な文化があるのではないか。サンプルに

ついてもアクセスが容易な人にばかりインタビューを行

うのではなく、ランダム調査が必要なのではないか。ま

た、インターネットを利用して問題解決を図ることはで

きないか、という意見があげられた。報告者からは定義

には帰化者も入れており、柔軟に考えている。調査につ

いては、雪だるま式に知り合いのフィリピン人夫婦を通

じて、調査に応じていただける方を確保した。所属校の

「ダブル」の学生を通じて、両親にインタビューしたり、

フィリピン人団体を訪問して、質問票の記入者を確保し

たりした。チャットによって、調査を補ったり、ネット

を通じて相談に乗ることもあるとのことだった。	

	 後になぜ日本には移民政策がないのかについての議

論となり、実際は外国人を入れているにもかかわらず、

政府は移民政策の策定に消極的であり、自治体や NGO
が対応している現状や、受け入れをしない方が無難であ

り、それが消極的に支持されているという意見が述べら

れた。報告者からは入管法で入国と出国は管理している

が、生活や定住の部分は地方自治体や NGO が担ってい
ることが指摘され、それを放置しておいて良いのかとい

う問題提起がなされた。	 	 	 	 	 	 	 	 	

（小川玲子）	

 
	
	

 
 
「公共性と平和」分科会	  
テーマ：「公共性と平和」の方途 
報告 1：中川洋一（立命館大学） 

「脱原発後のドイツのエネルギー転換と公共性」 
討論：細井優子(埼玉大学) 
報告 2：草野大希（埼玉大学） 

「オバマ政権の介入政策における「例外主義」―リベラル介入主義の可能性と限界―」 
討論：清水奈名子（宇都宮大学） 
司会：横田匡紀（東京理科大学） 

	
今回の分科会では二つの報告を行い、会場には総計

16名が参加した。中川洋一氏による第 1報告では、第 3
次メルケル政権を中心に脱原発後のドイツの「エネルギ

ー転換」と公共性との関係を考察した。まず経済学を中

心とした先行研究に触れ、政治学による接近の重要性を

主張したうえで、グローバル、EU、国内各レベルの重
層的ガバナンス、国内の政策決定ガバナンス（半主権国

家、直接民主主義強化の動き）に言及し、公共性の位置

づけを示した。次にエネルギー政策の歴史的概観を行い、

311 を経て、褐炭、石炭、原子力中心のエネルギーから
の転換を図り、脱原発の決定を行い、再生可能エネルギ

ーの比重が増加したことを指摘したあと、政党や世論の

エネルギー観を考察し、前者は、エネルギー転換に賛同

する一方で、方途などで相違がある点、後者は、転換に

賛同する一方で実行可能性には悲観的で、安定供給重視

なと合理性志向を有する点を指摘した。事例分析ではま

ず高レベル放射性廃棄物 終処理問題を扱い、第 3 次メ
ルケル政権では市民社会から広く選出された構成員によ

る立地委員会を設置し、市民参加による地域会議で候補

地案を披露することや不満がある場合に提訴可能とする

などとした 終報告書を公表したことなどを考察した。

脱炭素社会の事例では、先進国の自負にも拘らず、設定

目標を達成できないことへの危機感、COP21 開催とい
った背景を受け、政策決定者として、ヘンドリクス環境

相が呼び水となり、ガブリエル経済相、メルケル首相が

迎合したことを指摘し、各政党内の反対派、電力会社、

発電所の労組などの反対派を説得するプロセス、ガブリ

エル経済相の脱褐炭案を考察した。 後に、事例分析を

受け、合意形成民主主義に合致するガバナンスの存在、

社会全体の合意調達が行われ、公共性の視座が希求され

たこと、市民の見解を政策決定に含む必要性、熟議民主

主義により、市民社会による自律的な公共圏を生む可能

性があることを指摘した。 

	 第 1 報告に対し、細井優子氏より討論が行われた。
終処分地の事例での地域会議の構成員について、第 3 次
メルケル政権で成功させていることについて、他の政権

とどのように違うのか、市民の批判を吸収させる制度に

ついて、どのような制度を想定しているのかといった質

問がなされた。 
	 会場からの質問、コメントでは、前田幸男会員（創価

大学）より、半主権国家(P.J.Katzenstein)について、市
民との合議型も主権の形態であり、バリエーションの問

題として捉えた方がいいのではないかとの質問、本田宏

会員（北海学園大学）より、背景として、戦略的環境ア

セスメント、市民参加推進の EU 指令の存在、政権の継
承という経路依存の問題、311 により対応を余儀なくさ
れた問題に加え、半主権国家の問題については、国民主

権という意味ではなく、州と連邦、与党と野党の関係な

どで連邦政府の一存で全てを決められるわけではないこ

と、市民参加や熟議の問題については、政策決定ではエ

リートレベルの交渉になっている現状について補足説明

がなされた。立教大学の安倍竜一郎会員（立教大学）よ

り、核物質防護の問題について、市民との交渉で、情報

公開は担保されているかとの質問がなされた。 
	 第 2 報告は草野大希氏より、オバマ政権の介入政策に
おける例外主義に関して、その言説を考察する研究報告

がなされた。まず報告の趣旨として、グローバルな公共

性の価値としてのリベラル介入主義を扱うことに言及し

た。またアメリカ例外主義の研究に関して、オバマ政権

8 年間を対象にした研究は多くないと指摘し、その意義
を主張した。背景として、アラブの春を受け、オバマ大

統領は介入の決断を迫られ、例外主義の言説を多用し、

中東の人道危機への対応に一貫性を欠いたことを指摘し

た。次にオバマ大統領の「アメリカ例外主義」を、前ブ

ッシュ政権と比較し、国際主義を追求する点では共通し

ているが、多角主義を重視している点（多角主義的例外
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主義）で異なるとしている。事例検討では、まず対リビ

ア軍事介入について、アラブの春を受け、ガタフィ政権

による弾圧とそれに反対する国際社会の声が上がり、

2011 年 3 月に市民保護の武力行使を授権する安保理決
議が採択された。安保理が容認した事実上初の「保護す

る責任(R2P)」としての軍事介入となった。次の事例は
11 年 3 月以降アサド政権と反体制派の間での暴力が激
化したシリアに対する「不」介入である。レッドライン

(化学兵器使用)を越えたとして、オバマ大統領は 13年 8
月に限定的な介入および議会に介入の是非を問うことを

表明した。介入案は議会で否決されると同時に、米ロ間

で化学兵器廃棄に関する合意、OPCW による廃棄プロ

セス開始により、介入は回避された。報告では 終的に

不介入となるこの過程でもオバマ大統領は多角主義に基

づくアメリカ例外主義を強調したと指摘した。 後に、

総括として、イラク戦争の失敗を受けたオバマ大統領も

例外主義を放棄しなかったこと、介入を忌避する国民を

鼓舞し、他国にも応分の負担をさせる多角主義的例外主

義を重視することで、介入・不介入のディレンマ解消を

試みたこと、介入をめぐる「国際社会」の結束は強固で

はなく、厳しい試練に直面していることに言及した。 
	 第 2 報告に対し、清水奈々子会員より討論が行われた。
まず例外主義を可能とする構造的要因、すなわち圧倒的

軍事力、安保理常任理事国の立場、戦争経済を潤す公共

事業としての側面など理念だけでは語れないことを指摘

した。次にブッシュ政権は 911という本土攻撃を受けて
の介入であるため、オバマ政権との比較は慎重にするべ

きであることに言及した。第三に、リベラルな価値を標

榜する一方で、イスラエルに軍事支援するなどの二重基

準から目を背けていることなどを例にあげ、なぜアメリ

カは国益のための介入と言えないのかと指摘した。 後

に、冷戦後に軍事介入は有効な手段ではないことが明ら

かになっており、自由主義的経済で生じる格差や収奪を

介入で抑えることができるのか、自由や民主主義を実現

できたか総括しているのか、二国間多国間外交や PKO
活用の必要性などに言及した。 
	 会場からは、新津厚子会員（東京大学大学院）より、

宣教師国家とリベラル介入主義の関係、報告での介入主

義の分類の出典についての質問があった。また前田幸男

会員より、アメリカ側の論理と外側の論理との間の相互

理解の作業をどうするか、リベラルという考えについて

も、ウォーラーステインのいう西洋的普遍主義と普遍的

普遍主義の区別などを踏まえ、相対化できるかどうかが

重要であるとのコメントがなされた。	 	  
（横田匡紀）	  
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

「戦争と空爆問題」分科会 
報告：吉田哲也（弁護士） 
「重慶大爆撃訴訟控訴審における事実認定と責任論をめぐって」 

報告：大崎敦司（平和研究者：紛争研究／和解学／戦争史） 
「南京・重慶大爆撃の現代性～航空・軍事技術の急革新と敵国首都”威嚇爆撃”の 100年史の中で」 

司会：伊香俊哉（都留文科大学） 
 
この分科会では重慶爆撃被害を今日においてどのよう

に考えて行くのかという課題に関わる二つの報告を立

て、討論した。 
	 日中戦争期からアジア太平洋戦争期にかけて日本軍が

中国の「奥地」に数百回に及んで行った爆撃をめぐって

は、その「奥地爆撃」の代表的被害地である重慶を始め

として、成都・楽山・自貢・松潘の爆撃被害者が日本政

府に賠償を求める裁判を提起している。2006 年に提起
された一審については昨 2015 年 2 月 19 日に判決が下
され、原告敗訴となった。原告側はただちに控訴し、

2016年 11月には控訴審が開始する状況にある。 
	 重慶爆撃訴訟原告弁護団の吉田氏の報告は、重慶爆撃

訴訟の経緯を踏まえて、控訴審での課題を明瞭に指摘す

るものであった。昨 2015 年 2 月 19 日に下された一審
判決の問題点は、①被害事実について、国際法（空戦法

規案）違反であることの認定を回避したこと、②国際法

上の個人賠償請求を否定したこと、③日本法上の賠償請

求を否定したことにあった。二審では、国際法が個人賠

償請求の根拠となること、国家無答責の法理は法的根拠

がなく、それを排斥した判例が存在すること、除斥期間

についてはその適用が著しく正義・衡平の理念に反する

場合は 20 年という期間の適用は制限されること、日中
共同声明は国家賠償を放棄したが、個人賠償を排斥する

趣旨ではないことなどを明らかにして行くことが課題で

あると述べられた。 
	 大崎氏の報告は、今日アレッポやモスルなどで行われ

ている空爆（無差別爆撃）のルーツを辿るとともに、爆

撃機の変遷を映像資料を駆使して紹介した。特に代表的

な無差別爆撃である B29 による対日爆撃においては、
全国民が兵士であるとの観点から、町工場や民家までが

目標とされるにいたったことが指摘された。 
討論においては、日本以外の例えばドイツなどで爆撃

についての賠償請求はどのようになっているかが議論と

なり、イタリアやギリシャは爆撃被害について訴訟を起

こしたこと、ドイツでは軍民問わずに爆撃被害について

も国内的な補償法があることなどが指摘された。また二

審で重慶が無防守都市であったことを強調することの意

義について質疑があり、それが明確になることでより	 	

重大な国際法違反であったことを明確にできるとされた。 
	 	 	 （伊香俊哉） 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

「憲法と平和」分科会	

報告：小松寛（早稲田大学）	

「沖縄にとって日本国憲法とは何か――琉球共和社会憲法案という応答にも触れて」	

討論：麻生多聞（鳴門教育大学）、マニュエル・ヤン（早稲田大学）	

司会：君島東彦（立命館大学）
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憲法研究者にとって、日本国憲法と沖縄の関係をどう

考えるかは、重要なテーマである。今回の分科会では、

「沖縄にとって日本国憲法とは何か」というテーマで早

稲田大学の小松寛氏の報告を聞いた。 
	 第二次世界大戦後、沖縄は米軍の直接統治下におかれ、

1947 年に施行された日本国憲法は適用されなかった。
冷戦の顕在化により、米軍は強制的に基地建設を進め、

沖縄は軍事要塞と化した。沖縄の民衆は平和憲法と称さ

れた日本国憲法による庇護を求め、復帰運動が興隆する。

この社会動向を背景に日米両政府は沖縄返還交渉を進め、

1972 年、 沖縄は日本に返還される。しかし、沖縄側が
求めていた憲法の平和主義による在沖米軍基地の撤去は

実現しなかった。1980 年代、沖縄の論壇では日本復帰
への反省に立脚した、沖縄独自の憲法案が提示される。

その代表例が川満信一による「琉球共和社会憲法 C 私
（試）案」である。「憲法」という体裁をとりながらも

「共和国」ではなく「共和社会」という名称が示すよう

に、国家そのものを否定し、国家の止揚を目指したとこ

ろにその特徴がある。小松氏の報告は、以上のような戦

後沖縄の経験を通して、沖縄にとっての日本国憲法を検

証したうえ、復帰後に登場した沖縄独自の憲法案につい

て考察し、その今日的意義を論じたものであった。小松

氏の報告内容を要約すると、以下の通りである。 
	 日本国憲法制定にあたり、戦争放棄を規定した第 9 条
については GHQ の意向が強く反映されたのは周知のこ
とである。その意図は武力不保持による世界平和の実現

という理想論だけではなく、政治的理由として天皇の戦

争責任を回避し、東京裁判で天皇を不起訴とすることに

あった。また、日本の戦力不保持を可能とした軍事的要

因は沖縄にあった。マッカーサーは沖縄を「天然の国

境」と定め要塞化することによって、軍事力を有しない

日本を外部の侵略から防衛できると考えた。つまり、日

本の非軍事化と沖縄の軍事要塞化は平和憲法誕生の時か

ら表裏一体の関係にあった。 
	 1950 年代に入ると冷戦の激化を契機として、日本本
土と沖縄、どちらにおいても米軍は基地拡大のために土

地接収を進めた。日本本土では 1952 年、石川県内灘村
における試射場設置反対闘争を皮切りに全国で反基地運

動が展開される。また、1955 年には立川飛行場拡張計
画に対して反対運動が展開された。日常の生活から日本

の平和へ射程を広げた運動は、基地拡張のための強行測

量を中止に追い込み、 終的に立川飛行場拡張計画は頓

挫した。他方、沖縄でも既存軍用地の補償と土地接収と

いう形で基地問題が露わになる。激しい抵抗運動にあっ

た米軍は当初計画した一括払いを撤回し、適正補償に応

じた。しかし商業地区への経済的締め付けを行うことに

より、沖縄社会の分断を図った。その結果、米軍当局に

よる金銭的処遇と財産権・生活権への直接的侵害、この

アメとムチにより憲法の庇護下になかった沖縄の基地闘

争は瓦解した。このように拡張された米軍基地に移駐し

てきたのは、日本本土から撤退した海兵隊であった。そ

の結果、日本本土と沖縄の米軍基地の比率は 9:1 から
5:5となった。 
	 1960 年、復帰運動の中心母体となる沖縄県祖国復帰
協議会が結成された。その活動方針では「日本国憲法、

日本の民主的な諸法律の沖縄への適用を実現するために

努力する」と定め、沖縄への憲法適用をその目標のひと

つに組み入れた。1967 年、琉球政府立法院は「沖縄の
施政権返還に関する要請」を決議、平和主義による沖縄

県民の解放という新しい視点を打ち出し、復帰運動の支

柱として基本的人権を保障する必要性と平和主義に徹す

る重要性を沖縄の人々に実感させ、日本国憲法へ目を向

けさせた。	  
	 1969 年、日米共同声明によって沖縄返還が決定する
が、沖縄側が求めた基地撤去は盛り込まれず、沖縄住民

は落胆した。現実の復帰に対する失望が広がる中で、復

帰そのものへの異議を唱える主張が登場した。そのひと

つは今日「反復帰論」として知られており、川満信一は

その中心人物の一人である。日本復帰を問い直すため、

国家という存在そのものも検討対象とされた。それを川

満は「日米安保強化の要石として、七二年復帰が既設の

レールとして敷きつめられることになった。強大な米軍

事支配との直接的な摩擦に幻惑されて、国家問題をその

主題から欠落させてきた沖縄は、その虚妄点をつかれ、

一体、国家とはなんだ、という切実な問いかけに直面す

るのである」と言い表した。 
	 日本復帰から 9 年が経過した 1981 年、『新沖縄文
学』第 48 号では特集「琉球共和国へのかけ橋」が組ま
れた。本号から編集長に就いた川満はここで「琉球共和

社会憲法 C 私（試）案」を披露する。 その前文には
「われわれは非武装の抵抗を続け、そして、ひとしく国

民的反省に立って『戦争放棄』『非戦、非軍備』を冒頭

に掲げた『日本国憲法』と、それを遵守する国民に連帯

を求め、 後の期待をかけた。結果は無残な裏切りとな

って返ってきた。日本国民の反省はあまりにも底浅く淡

雪となって消えた。われわれはもうホトホトに愛想がつ

きた」とあり、「好戦国日本よ、好戦的日本国民と権力

者共よ、好むところの道を行くがよい。もはやわれわれ

は人類廃滅への無理心中の道行きをこれ以上共にはでき

ない」と続く。ここには日本国憲法の平和主義への期待

と失望が明快に記されており、それゆえに沖縄は日本か

ら離脱せざるを得ないと謳われている。 
本憲法案の特徴のひとつが、平和の希求ゆえに国家を

棄捨する展望であろう。この点で国家としての独立を目

指す「琉球独立論」とは一線を画する。また、国家その

ものを問い直すがゆえに、琉球の領域及びメンバーシッ

プのあり方も根底から議論されている。この試みは日本

国憲法の平和主義に依らない、沖縄独自の平和主義の確

立と沖縄社会の創造を目指したものといえよう。小松氏

の報告は、今日的文脈において、本憲法案が有する意義

を改めて論じたものであった。 
討論および質疑応答においては、沖縄と日本国憲法を

めぐる諸問題について活発な議論がなされた。川満信一

氏の憲法私案をどのように受け取るか、川満私案に出て

くる「慈悲」という仏教用語について、憲法

（constitution）をどのように捉えるか、アメリカの民
衆は constitutionをどのように捉えたか等々。 
	 復帰後の沖縄において、日本国憲法 9 条が適用された
にもかかわらず、米軍基地は減少しなかった。「平和憲

法への復帰」とは何だったのか。それは幻想だったのか。

川満の憲法私案はそのような問題提起をしている。多く

の憲法研究者は「平和憲法への復帰」を幻想とさせない

ための理論的実践的努力を続けている。その努力の成果

が問われている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

（申鉉旿）	
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「植民地主義と平和」分科会	
ラウンドテーブルディスカッション：平和学の脱植民地化に向けて	
	

	 2017 年度春季研究大会（於：北海道大学）の大会テ
ーマ案「植民地主義と憲法を北海道／アイヌモシリで問

い直す」に対し、本分科会からパッケージ企画を出すこ

とも視野に入れ、脱植民地化に向けた平和学／研究の役

割について参加者全員で討論した。 
	 残念ながら秋季研究集会開催までに発行されなかった

が、『平和研究 47 号：脱植民地化のための平和学』の
編集委員を務めた藤岡美恵子会員から、まず論点の整理、

問題提起がなされた。 
	 日本では脱植民地化の論理は、けっして平和学／研究

の中心的なテーマではなかった。たとえば、北海道／ア

イヌモシリについて、平和学／研究は、アイヌ民族に対

する差別や抑圧の問題に取り組んでも、その根底にある

植民地支配と侵略の歴史の問題に取り組むものは少なか

った。故・越田清和会員が「北海道はアイヌの土地であ

り、日本が植民地にしたという認識のないまま、北海道

の平和について議論されている平和学会」と指摘したと

おりである。約 30 年前の研究大会の記録である深瀬忠
一・森杲・中村研一編『北海道で平和を考える』（北海

道大学出版会、1988 年）でも、植民地の問題は周辺化
されていた。これは沖縄（琉球）でも同様であり、植民

地が植民地であるという認識が欠如しているといえる。 
	 そのうえで、新自由主義的グローバル化のもとに進む

資源や土地の強奪、開発や援助をめぐる暴力については、

西川長夫が『〈新〉植民地主義論』（平凡社、2006
年）で論じた「植民地なき植民地主義」（新植民地主義

論）としてとらえていくことが有効だと指摘された。 
	 ディスカッションでは、大きく 2 点が議論された。第
一に、国民国家が植民地主義を再生産するという問題で

ある。たとえば第三世界のリーダーとして反植民地主

義・反帝国主義を訴えたスカルノだが、インドネシアに

併合されたパプアの先住民族の視点に立ったとき、スカ

ルノは植民地主義者となる。国民国家は、人びとのコモ

ンズを国境線で阻むことであり、この先占の論理自体が

植民地主義的である。 
第二に、植民地主義のなにが問題なのかという問いが

出された。「平和主義」という考え自体が危機に陥って

いる現在、植民地主義は自明の悪であるという共通認識

も揺らいでいる。昨今のレイシズム、領土問題をみるに、

19 世紀と現在とどう異なるのか、なぜリバイブするの
か、植民地主義に真正面から取り組むことは緊急の課題

であると痛感させられた。	 	 	 	 	 	 （佐伯奈津子） 
	
	
	
	
	

	
	
「環境・平和＋発展と平和」分科会（合同開催企画）	
報告：山川俊和（下関市立大学）	
「世界経済の自然環境的基盤をどうとらえるか	─グローバル化と『自然資本』をめぐる論点を中心に─」	

討論：和田喜彦（同志社大学） 
司会：原田太津男（龍谷大学）	

	
本部会では、山川俊和氏（下関市立大学）による報告

「世界経済の自然環境的基盤をどうとらえるか ─グロー
バル化と「自然資本」をめぐる論点を中心に─」をめぐ
って活発な議論が行われた。以下その主要な論点を紹介

しておこう。	 	 	 	 	 	 	 	 	  
まず山川氏の報告は、1． (1) 浅い統合から深い統合

へと「統合のモード」が変化し、貿易のガバナンスが変

化し、(2)金融が貿易を支配し、企業が国民国家を支配す
るという逆転が生じ、(3)EUやアメリカの事例とに見ら
れるごとく中間層の憤りが政治的不安定要因とならない

ように再分配政策の強化が必要であり、(4)さらに「世界
経済の政治的トリレンマ」（ロドリック）とならんで 
(5)世界経済における持続可能性問題が深刻化していると
ころに、現代世界経済の特徴を見出す。その上で、2．
エコロジーとの関係で、国際経済とは区別される形で世

界経済あるいは地球経済を捉えるという課題を掲げて、

(1)スティーガーに倣ってグローバリゼーションのエコロ
ジー的次元を強調し、(2)プラネタリーバウンダリー、つ
まり人類が将来世代にわたって社会的、経済的な発展を

するために「許容される」地球システム上の境界をとら

えた概念を用いて、①気候変動、②海洋酸性化、③成層

圏オゾン層の減少、④窒素およびリンの生物地球 化学
的循環の変化、⑤地球規模での淡水利用、⑥土地利用変

化、⑦生物多様性、⑧エアロゾルの負荷、⑨化学物質に

よる汚染 といった9つの領域のバウンダリーが保護され
ているかを検討する。その結果、いくつかの領域ですで

に地球の許容量を越えて危機が深刻化していると指摘し

た。3.続いて、山川氏の考察は、こうした認識を妨げて
いる方法論上の問題、つまり(1)伝統的な国際経済学の枠
組みへの批判に向かった。この枠組みでは、グローバル

化の負の側面（国内外の格差）が軽視され、例外現象と

しての環境問題を位置付けるために十分に問題を捉えら

れない。そこで山川氏が提唱するのが、「地球経済

(Earth economy)」という概念である。これによって自
然環境、自然資源経済、を明示的な基盤に組み込んだ地

球経済像が提示できる、と主張する。4．山川氏は、宇
沢弘文の「社会的共通資本」の解釈を踏まえ、さらに持

続可能性をめぐる旧来の伝統的な経済学の認識とエコロ

ジー経済学の種差を踏まえて、エコロジカル・フットプ

リントやエコロジカル不平等交換論に注目し、それらを

より世界システム論的に転換していくべき方向性を主張

し、自然生態系の非均等な利用の問題性を指摘したのだ

った。 
	 次に、コメンテーターの和田喜彦氏から寄せられたコ

メントを要約しておこう。1．世界観を変えないといけ
ないことの指摘が重要。たとえば デイリーのいう「分
析以前のヴィジョン(pre-analytic vision)を問わなけれ
ばならない。2．TPPへの批判の主眼は、貿易というよ
り投資家対国家紛争解決条項 (ISDS)	 に置かれるべき
なのでは？  3．リカード「比較生産費仮説」の前提であ
る「資本の国際間の移動がない場合」は、今日破綻して

いる。H.デイリーとジョン・B・カブは「具体性を忘却
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して抽象概念を適用（乱用）する誤謬」だと喝破してい

る。4．エコロジカル・フットプリント、バイオキャパ
シティ（自然の供給能力）	 を積極的にとりあげたこと

は素晴らしい。そのさいW.リースらの原典に遡るべき
だろう。5．社会的共通資本への言及は評価できる。
「コモンズ研究会」の研究蓄積と研究動向にも注目すべ

きだろう。さらに以下の学会、運動体の研究業績や活動

にも、よりいっそうの目配りをしてほしい。「国際エコ

ロジー経済学会」、「エントロピー学会(室田武)」、
「コモンズ学会」、「ジョン・B・カブのプロセス神
学：エコロジー文明」など。そのほかにも、「日本環境

会議」「環境経済・政策学会」「脱成長論（ラトーシュ

ら）」「社会連帯経済（ソウル宣言）」「世界社会フォ

ーラム」なども注目を要する。8．戦争は 大の環境破

壊という指摘は重要。なぜなら環境経済学のテキストで

は皆無であるから。国際環境会議の中ではアメリカが検

閲し、戦争と環境に関わる記述は公表されないとも言わ

れる。  
    フロアからは、以下のような質問やコメントがなされ
た。論点を整理すると、1. こうした大きな構想のもと
「力業」ができるのはすばらしい、伝統的な貿易論や環

境経済学を批判しつつ、環境を組み込んだ理論化を進め

るべし、と方向性を指示する声が多かった。しかしなが

ら一方で、質問としては「地球経済」の図表にまず質問

が集中した。自然資源経済と地球経済・地球環境の関係

がややわかりにくい印象を与えたせいで、図の中で使わ

れた「→」の意味や地球経済ではなく世界経のほうがい
いのでは、といった提言や質問が出た。補足のマトリッ

クス（自然資本というストックからのフローの整理）に

ついても、 (1)外部経済が重要で、総余剰を 大化する

ことに関心のある環境経済学と(2)ストックをフローに代

える際の技術の影響を重視する資源経済学では違いがあ

るという指摘がなされた。  2．自然資源や自然資本とい
った類似概念の整理がやはり一聴・一読しただけではや

や紛らわしく、概念を整理できるのではとのコメントも

なされた。3． 貿易の歴史との関わりでバイオキャパシ
ティがどう変動したのか、そうしたなかでの経済成長を

どう評価するかを位置付けるとなお良かった、とのコメ

ントもなされた。 
	 山川氏はリプライの中で、第一に、工藤・寺西のエコ

ロジー経済学ならびに自然資源経済論を意識して、自分

のオリジナリティを模索したと述べた。第二に、概念上

は、地球経済の構想の中で、利潤を生む資本概念とは区

別される自然環境の位置付けに腐心したこと、第三に、

伝統的な貿易理論や環境経済学との差別化を図るべく、

また社会構成上の異質性に配慮する世界経済論的なエッ

センスを生かすべく、地球経済の概念的な提唱を行った

ことを説明するなかで、山川氏は上記の質問やコメント

に答えていったのだった。 
	 司会者としては、大きな構えのもと、若い世代から環

境を大きな柱に据えた新しい地球経済学の息吹を間近に

感じ、大いに刺激を受けた。ただ、和田氏のコメントに

もあったように、幅広いサーベイランスが行われていた

にもかかわらず、水土学派（エントロピー学派）が漏れ

たのは残念だった。方法論的に伝統的議論への批判に軸

心を置いたのも一つの理由だろう。次の機会には、世界

経済論やエントロピー学派など、豊富な足下の資源を生

かした理論的かつ歴史的な構想を聞かせてほしいと願っ

ている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（原田太津男） 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
「グローバルヒバクシャ」分科会	

報告とワークショップ：ポーポキと一緒に考える太平洋島嶼国の「安全」・「安心」	

報告＆ファシリテーター：ロニー・アレキサンダー（神戸大学)	
 
グローバルヒバクシャ分科会では神戸大學のロニー・

アレキサンダー会員による「ポーポキと一緒に考える太

平洋島嶼	 国の『安全』・『安心』」についての報告と

ワークショップを開催した。 
	 まずアレキサンダー会員は、30 年ぶりに約半年間
（2014 年 10 月～2015 年 2 月）にわたって、「ポーポ
キが載っているとても長い布」（ポーポキ友情物語）を

もって訪れた太平洋の島々について報告した。まずパラ

オ共和国では、30 年前には非核憲法のために尽力して
いた活動家が、現在は環境問題の活動家となっているこ

と。行き過ぎた開発に感じ、それに対して言葉や文化が

後退しているように感じたこと。かつての日本委任統治

領として、日本に好意を持っている人もいるが、戦闘と

なった島出身だと嫌いだと感じている人がいることなど

を話した。 
マーシャル諸島共和国では、米核実験による被ばく者

の女性が、東京電力福島第一原発事故による被災者に思

いを寄せ「ヒロシマと私たちのことがあるのに、どうし

てまた核のために人々はおうちを失うことになった

の？」と、“No Place Like Home”とポーポキの長い布に
書いてくれたことを紹介した。 
さらにフィジーでは、30 年前と比べて、核に対する

意識は水面下では強いのかもしれないが、表面上は語ら

れにくくなっていると感じことなどを語った。 

全体を通して、（新）植民地主義、近代化、経済開発、

グローバル化による、経済だけでなく文化・環境の危機、

環境問題への危機感が、現在の太平洋の安全・安心の問

題として見えてきたことを話した。 
	 次に「みんなで考えるワークショップ」を開催した。

目を閉じて、安全・安心をあらわすポーズつくり、一斉

に目を開けるのであるが、一人ひとり違っていた。だれ

にとってのどのような安全なのか、また安心なのか、考

えさせられた。 
また、2 つのグループに分かれて、いのち・衣食住・

行動力・健康・愛・希望・信頼・相理性・創造性・コミ

ュニケーション・友情・富・社会正義・自然・多様性・

法律・教育・武器・芸術というカードを「より安全」

「より安心」をテーマに並べるが、いずれのグループも

共通していたのは、安全・安心のなかで、富と武器がは

るか下の方にあることだった。「安全」「安心」の名の

下に、富と武器を優先する価値観が政治的にも社会的に

も学術的にも強まっている中、このワークショップでの

結果を見て私は「安心」した。	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （高橋博子） 

 



Vol. 22 No. 3
３ ２ 

January 15, 2017 
 	

- 20 - 

「平和と芸術」分科会 
報告者：湯浅正恵（広島市立大学）、笠井綾（宮崎国際大学） 

「平和実践としてのソーシャリー・エンゲイジド・アート−	 日本平和学会 2015 春季大会アートパフォーマ
ンス『黒い雨』を振り返って」  

討論：佐藤壮広（明治大学） 
司会：田中勝（京都造形芸術大学・文明哲学研究所） 

	

	 本報告は、日本平和学会 2015 春季大会で上演された
アートパフォーマンス『黒い雨』の企画、制作過程、公

演を振り返りながら、ソーシャリー・エンゲイジド・ア

ート（SEA）として検討し、その平和実践として可能性
を論じるものであった。 
	 アートパフォーマンス黒い雨は、黒い雨未認定被爆者

の方々と連帯し、裁判を支援する目的で企画された。ド

イツ人写真家が撮影した原告のポートレートと証言をも

とに、フランス人の振付家とコロンビア人の映像作家、

そして日本人のダンサー、華道家、ミュージシャン、市

民アーティストが、科学・法言説により否定される未認

定被ばく者の存在を、音と光、身体で表現した。 
	 エルゲラ（2013）は、その著書『ソーシャリー・エン
ゲイジド・アート入門』において、SEA をハイブリッ
ドで分野横断的であり、芸術と非芸術の中間にあるとし、

ハーバマスが行為類型のひとつとした「コミュニケーシ

ョン的行為」をその中核に据える。エルゲラにとっての

コミュニケーション的行為とは目的論的・戦略的行為と

は異なる「真の解放力（emancipatory power）として
政治や文化に長く影響を与えるコミュニケーションと理

解をもたらす社会的行為」であり、作品のみならず、そ

の制作過程から制作後の記録にいたるまでを一連の行為

として、コミュニティー構築やコミュニティーにおける

対話や情報共有の重要性を論じる。報告では、さらにベ

イトソンの『精神の生態学』やバタイユの『ヒロシマの

人びと』を引用しながら目的論的・戦略的行為の暴力性

を指摘することで、平和実践としての SEAを論じた。 
	 『黒い雨』は、報告者の社会学的問題関心と社会運動

的志向から企画され、複数アーティストの共同表現であ

りながら、非芸術的要素も多分に持ち合わせる作品であ

った。それはコミュニケーション的行為を意図して企画

されたが、アーティストと被ばく者そして観客間の対話

や協力は、SEA としては限定的で、今後も作品をめぐ
る継続したコミュニケーションが課題とされた。 
	 一方、文化も言語も異なる初対面のアーティストの共

同作業は、制作期間が短かったことで即興的、探索的と

なり、アーティスト個々人の問題意識、思考、論点を開

示させ、濃密な身体的コミュニケーションの場となった。

それはアーティストの思考を深め、新たないくつかの洞

察をもたらしたのみならず、近代のカタストロフィーと

その狂気、そして希望というテーマを、企画意図を越え

て現前させた。舞台は、幾人かの観客には理解困難なも

のとして否定的に評価されたが、他の観客にとっては思

考を喚起し想像力を刺激するものとなり、言葉にならな

い被ばく者の人生を生きられる経験として受け取るに至

った観客もいた。アーティストの自由な身体表現は、ひ

とつの答えより疑問を、そして自由な解釈と理解を可能

とし、表層的な知識にとどまらない観客個々人の問題解

釈、さらには新たな実践に導く契機になった可能性が指

摘された。 
	 報告ののち、分科会参加者に実際に非言語的、身体的

探求を体験してもらうためのセッションを行った。まず

名前に動きをつけた自己紹介を行い、その後ペアになっ

て、交互に今の自分を動き、また相手の動きをミラーリ

ングしてもらった。その後感想をペアで、そしてグルー

プ全体でシェアリングした。ほんの数分ずつではあった

が、参加者はそれぞれ、体を動かし、また相手の動きを

受けとめることを味わった。「相手の動きを受けとめた

ことで、自分では思いつかないような動きをした。」

「緊張したので目を閉じて動いた。」「自分が相手を動

かしていたはずが、次第に相互的になり、 後には相手

に動かされているような感じがした。」などのシェアリ

ングがあった。時間が許せば、相互に動く、葛藤を動く、

など、様々なバリエーションでさらに対話することがで

きただろう。 
討論者の佐藤壮広会員からは、相手の声にならない声

（思い）を聴く態度や、その声が聴こえてくるまで「待

つこと」が大切だという意見が出た。例えば臨床心理士

養成のプログラムの中には「傾聴」の訓練が入っている。

治療ではなく、相手の体験や記憶を何らかの形で引き受

けてそれを表現するという目的であっても、この「傾

聴」のスキルは基本的な関わりのひとつになると思われ

る。表現者が経るであろうこうしたプロセスをも含めて、

SEAを考えていく必要があるのではなかろうか。 
その後、フロアからの質疑応答及び対話としての時間

では、「社会問題という目的性のある表現の中で、いろ

んな解釈があってよいのだろうか。」との質問に対して、

報告者から「今回の未認定被爆者の問題に対しては『意

見の表明』である。それは、決して押し付けない思考と

してのアートであり、そこにうまれるコミュニケーショ

ンによって更なる思考が深まることにアートの重要性が

あるのではないだろうか。」と応答された。 
後に、平和実践としての可能性をひろげている

SEA が、単なる「社会と関わるアート」という存在だ
けではなく、芸術表現における自由性や批判性、美しさ、

そして他者との関係性など、芸術が果たす平和への役割

について、今後も議論、研究を深めていくことが確認さ

れ、分科会を終了した。 
（湯浅正恵、笠井綾、佐藤壮広、田中勝） 

 
 

合同開催「平和運動」分科会、「琉球・沖縄・島嶼国及び地域の平和」分科会 
テーマ：東アジア共同体と沖縄の未来 
報告 1：松島泰勝（龍谷大学） 

「琉球独立論と中国・台湾」 
報告 2：高野孟（東アジア共同体研究所理事） 
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「『中国脅威論』の虚と実―南シナ海情勢を中心として―」  
討論：清水竹人（桜美林大学） 
司会：木村朗（鹿児島大学） 

 
沖縄における米軍基地反対運動が新たな段階に入った。

高江ヘリパッド建設に反対する市民に対する大阪府の機

動隊員による土人、シナ人発言は記憶に新しいであろう。

そもそも「土人」という言葉はほとんど耳にすることが

ない、いわゆる死語だ。それが出てくるということは、

その隊内で使われているか上官が発しているからだと思

われる。これは一隊員の個人的資質の問題ではなく、政

権とそれを支える本土の民衆が抱く差別意識の表れとい

ってよい。そうした沖縄に対する構造的暴力への対抗軸

として生まれてきたのが、選択肢としての琉球独立論で

はなかろうか。 
高江ヘリパッドだけでなく、沖縄県民の民意を無視し

た形で進められる辺野古新基地建設。地域社会と生活、

環境を守ろうとする住民と、それに呼応した国内外の

人々の非暴力直接行動に対して襲いかかる国家権力とい

う図式だが、民衆と権力の対立あるいは衝突は、民主主

義や人権の確立プロセスにおいて、いつでもどこでも存

在してきた。政権の強行（凶行か？）姿勢の背景にある

のは、本土を席巻する中国・北朝鮮脅威論である。その

理論は正しいのか。そもそも裏付けのあるものなのだろ

うか。政権発表をただ単に垂れ流すだけのマス・メディ

アを検証する必要がある。 
今回、平和運動分科会では、「東アジア共同体と沖縄

の未来」をテーマに、龍谷大学の松島泰勝氏と東アジア

共同体研究所理事の高野孟氏に報告をしてもらった。 
まず松島泰勝氏の「琉球独立論と中国・台湾」だが、

台湾と沖縄の自立プロセスを比較しながら、現在の台湾

に見られる反動化の流れにも触れ、かなり幅広い視点か

らの琉球独立論が展開された。ここでは主に琉球（沖

縄）に焦点を当てながら記しておくことにしよう。 
明治期以後、琉球を中国あるいは日本から切り離す形

で独立が論じられてきた。それは、台湾独立論と複雑な

絡み合いを見せながら進行している。日清戦争からアジ

ア太平洋戦争を経て、台湾は植民化と独立、そして現在

の再皇民化（右傾化）といった様々な形をとりながら、

その時々で米国、中国、日本との政治的関係に影響して

いる。日中国交正常化と米中国交正常化は日本及び米国

との断行、国際的孤立を招きながらも、これらの国々と

の経済的関係は維持され、李登輝政権は集団的自衛権行

使や憲法改定による日本の自立はアジアの安定に寄与す

ると主張してきた。それを背景にした台湾国内の神社

（約 200あるという）再建なのであろう。 
中国脅威論の背景にあるのは、日本の戦争責任、琉球

や中国を侵略し植民地にしたことに対する無反省と無関

心、琉球は日本のものという意識、南京関連資料が世界

記憶遺産に登録されることに対し、中国脅威論を利用し

た琉球の軍事化、強化、その正当化が進められてきた。

安倍政権は本島のみならず、島嶼防衛という形で宮古・

八重山に基地を作り、そうした中国脅威の流れで基地に

反対する者は誰であれ土人であり中国人という、論にも

値しないヘイト・スピーチが、大阪府警の一機動隊員に

よるものではなく、政策の中から起きてくる。 
中国は本当に脅威なのか。琉球と中国の関係は日本と

中国とはまったく違い、600 年にわたる朝貢冊封関係が
あり、たとえば中国から来た人たちが 600年に渡って久
米村に住む、いわゆる中国系琉球人という歴史を有して

きた。琉球と中国には共通する文化もある。一方、日本

は琉球を歴史的に侵略してきたし、現在もそれを続けて

いるのが事実だ。今この地域を支配しているのは、日本

と密接な関係を有する米国である。中国が琉球の次に台

湾に手を伸ばそうとしているなどというのは、はなはだ

的を射ていない。そもそも尖閣諸島の帰属問題の棚上げ

を停止したのは日本ではなかったのか。 
研究者は根拠のない脅威論に怯えるのではなく、中国

の研究者と琉球について意見交換をすべきである。これ

まで中国の主要大学とシンポジウムをおこなってきたが、

中国の研究者のほとんどが琉球を属国ではなく独立した

国と見なしており、琉球が独立した折には主権を認める

というものであった。国際法上の認識からも、中国によ

る琉球侵略などあり得ないということであろう。一方、

台湾は琉球の日本復帰には、カイロ宣言、ポツダム宣言、

サンフランシスコ講和条約第 3 条違反として、一貫して
反対の姿勢をとっている。米国の戦略的信託統治領とな

ったミクロネシアでは、国連の支援下で帰属を決定する

住民投票がおこなわれたが、琉球はそうならなかった。

そのために、今なお占領が続いているといえる。 
1960 年の国連総会の独立付与決議にもかかわらず、

琉球ではそれが果たされていない。琉球が日本から独立

するとしたら、それは《独立》ではなく《復国》という

形をとるであろうし、王制ではなく新たな共和制を求め

る人が、独立運動をする人の中に多いようである。沖縄

返還協定が現在の沖縄県の政治的地位を決めた国際法で

あるが、復帰前に存在していた琉球政府はこの交渉過程

に主体的な参加ができず、琉球人による住民投票もおこ

なわれなかった。米中関係、中国と太平洋諸島の関係な

ど、多角的かつ客観的に中国脅威論を検討しなければな

らない。東アジアの中で琉球独立を構想することの重要

性、非武装中立を掲げる琉球国の誕生は東アジア共同体

の形成を促す結節点になろう。 
ウチナンチュは（まだ独立していないので）日本人で

あるが、それを土人呼ばわりする公務員がいるような国

からは早く独立した方が良い、そう考える沖縄人が増え

ているように思われる。「土人」は沖縄の民意を顧みな

い安倍政権の体質が現れた言葉であり、個人の処分では

解決しない構造的・歴史的な差別である。土人が住んで

いる琉球なら基地を押しつけてもかまわない、それが沖

縄で進行中の軍事化、戦争準備を支えている。 
次に、これら一連の行為を正当化するために持ち出さ

れる本土側の脅威論を検証するため、高野孟氏が「『中

国脅威論』の虚と実―南シナ海情勢を中心として―」と
題する報告をおこなった。メディアは中国や北朝鮮をど

のように報じているのか、情報を正しく発信しているの

か、二つ事例から考えてみる。 
まずは 10月 22日付『日経新聞』に掲載された連載記

事「習近平の支配」から。「8 月上旬、200 隻を越す中
国漁船が沖縄県・尖閣諸島近海に押し寄せた」、これは

事実であるが、続けて「船には軍が指揮する海上民兵が

いた。一部は中国公船と日本の領海に侵入した」と書か

れ、さらに「漁船には軍事につながる仕掛けがある。人

工衛星測位システムの端末だ。衛星からの位置情報はミ

サイル誘導など現代戦を左右する。すでに 4 万隻の漁船
に装備された」ある。 
あたかも中国軍が指揮する漁民に偽装した兵士の乗る

船が大挙してわが国の領海を侵犯したような書きっぷり
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である。ところで海上民兵とは何か。中国では有事に際

してはみな民兵になるが、ふだんは漁業を生業とする漁

民に過ぎない。彼らは、たくさん魚が捕れる漁場だから

やってきた、ただそれだけのことである。自国の漁船が

お互いの領海に侵入して操業しないよう、日中間の取り

決めに従い、公船は指導に当たっていた。むしろ約束の

履行をしていたという方が正しい。ミサイル誘導に関わ

る人工衛星測位システム…、なにやらおどろおどろしい
表現だが、要するに GPS のことである。安全な漁業の
ために、中国政府が GPS 装備を義務づけただけである。
当然ことであろう。 
もうひとつは、南沙（スプラトリー）諸島をめぐる米

国の「航行の自由作戦」について。作戦が発動された

10 月 26 日、一部の新聞紙上には「米中開戦前夜」や
「米中"洋上決戦"Ｘデー」なる見出しが踊り、当該海域
に派遣された（ただ一隻の）イージス駆逐艦ラッセンが

突撃していくかのような印象を与える。だが、米国は事

前通告し、ラッセンは無用なトラブルを引き起こさない

よう、海域前で随伴偵察機を帰投させ、火器管制レーダ

ーをオフにし、搭載ヘリを格納し、それこそ“粛々と”航
行した。米国は公海であるとの認識だが、沿岸国の平

和・秩序・安全を害さないことを条件に領海内を航行す

る無害通航権の行使という手順をあえて踏んだ。 
その 3 日後、米海軍作戦部長と中国海軍司令官が TV

会談をおこなった。現場の軍トップ同士が直接コンタク

トするホットライン開設のテストランであろう。両国の

国防相は北京で会談もおこなっている。南シナ海の“緊
張”をよそに、11 月 7 日には中国艦隊がフロリダを親善
訪問し、米中合同でチャンネル合わせなどの通信訓練を

おこなった。16 日には米イージス駆逐艦ステザムが上
海を親善訪問し、ここでも合同で通信訓練をおこない、

その後で親善バスケットボール試合もおこなわれている。

つまり、米中は両国が遭遇したときに偶発的な戦闘に陥

らないための危機回避システムを構築しつつあるという

ことだ。それを目的とした通信訓練なのである。いった

いどこが「開戦前夜」なのか。しかし、ラッセンの行動

の前後や作戦を取り巻く情勢については報道されていな

い。 
米中が対立しているというのは、ほんの表層部分に過

ぎず、水面下ではかような動きを見せている。だからと

いって、米中は仲が良いのかといえば、そういうわけで

もない。国と国の関係はいくつものレイヤーが重なり合

っているのだ。マス・メディアがそういう視点を持って

いないことを認識しておかなければならない。また、米

中が連絡回路を築こうとしている中、日中間にはそうし

た動きが見られない。中国を敵視する政策が自らの行動

を制限し、それによってがんじがらめになっているよう

に思われる。 
国家による教育への介入が、知ろうとしない、考えな

い国民を生み出してきた。政権に対して批判的な新聞を

つぶせ、放送局は電波を止めるぞという脅しは、統制物

資である紙を特定の新聞社には供給ストップした大本営

のやり方を彷彿とさせる。私たち市民が権力監視をつづ

け、自ら行動しないかぎり、同じことがまたくり返され

るであろう。そうならないための平和運動分科会を今後

も続けたい。       
（清水竹人） 

	

	

地区研究会報告 
	

北海道・東北地区研究会報告 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
地区研究会共催行事 
地区研究会の重点テーマ「植民地主義を北海道／アイヌ

モシリで考える」に関連して、下記の講演会を共催いた

しました。 
 
◆先住民にサケを獲る権利はあるか？  
チャールス・ウィルキンソン講演会「基本的かつ普遍的

に認められる先住民の主権について～アメリカにおける

先住民の主権とサケ捕獲権～」  
 
とき：2016年 7月 30日（土）13:30～16:00 
ところ：札幌市教育文化会館（札幌市中央区大通西 13

丁目）  
共催：北大開示文書研究会、コタンの会、日本平和学会

北海道・東北地区研究会  
後援：在札幌米国総領事館  
併催：「85 年ぶりの帰還	 12 人の遺骨が杵臼コタン

へ」（コタンの会製作、15分）上映  
	  
講演会の趣旨：先住民族の「権限」とは、いったいどん

な規模のものでしょう？	 伝統文化を伝えるだけ？	 サ

ケなど地元の自然資源を自由に利用する権利は含まれ

る？	 アメリカ合衆国では、各地のインディアン・トラ

イブがそれぞれ独自の憲法を持ち、裁判所を持ち、警察

権を持ち、というように、地方自治体である「州」と同

等の権限を有する、とはっきり認識されています。では、

日本の先住民族アイヌの場合は……？	 インディアン・
トライブの先住権回復をライフワークとされてきた C. 
ウィルキンソン教授をお招きして、あるべき姿を学びま

す。  
 
講演者の紹介：Charles Wilkinson。1963年、デニソン
大学卒業。スタンフォード大学ロースクール卒業。アリ

ゾナ州フェニックス、カリフォルニア州サンフランシス

コでの法律事務所勤務の後、「ネイティブ・アメリカ

ン・ライツ・ファンド（アメリカ原住民権利基金）」専

属弁護士、オレゴン大学ロースクール、ミシガン大学ロ

ースクール、ミネソタ大学ロースクールを経て現職。専

門はアメリカ西部の歴史と社会、インディアン法、公有

地法、水法など。  
 
講演録へのリンク：

http://hmjk.world.coocan.jp/wilkinson/wilkinson.html  
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関東地区研究会報告 
 
2016年度第 1回研究会「軍学共同と学問の自由」 
	 日時：11月 5日（土）14時 30分～17時 30分 
	 場所：明治学院大学白金キャンパス 2号館 2302教室 
	 参加者：25名 
	 報告：島薗	 進（上智大学神学部教授） 
	 	 「軍学共同と学問の自由―戦後の経験から」 
	 討論：高橋博子（明治学院大学国際平和研究所） 
	 	 	 	 藍原寛子（ジャーナリスト） 
	 司会：平井	 朗（立教大学） 
	 後援：明治学院大学国際平和研究所（PRIME） 
 

2016 年 4 月、日本学術会議総会において大西隆会長
が「大学などの研究者が、自衛の目的にかなう基礎的な

研究開発することは許容されるべきだ」とする考えを示

して以来、同会議では異論反論相次ぎ、現在も議論が続

けられている。一方で、2015 年度より防衛省による
「安全保障技術研究推進制度（競争的資金制度）」が開

始され、多くの大学、研究機関の研究者が応募し、「デ

ュアルユース」の名の下、軍事目的研究が公然と行われ

る状況が現出している。この状況下、平和学研究者とし

て如何に「知識の悪用に対する批判」（日本平和学会設

立趣意書）を実現していくべきかを考えるべく、研究会

を開催した。 
	 島薗氏からは、広島原爆の米軍による調査に、日本の

科学者（とくに 731部隊関係者をはじめとする医学者）
が多数協力したことに始まり、その後の放射線健康影響

研究が軍事科学と密接な関係を持ち続けた国際的軍学共

同体制についての詳細な報告が行われた。高橋会員、藍

原会員からは、その内容を補足する討論と共に、人文社

会学系の研究における軍学共同の論点も出され、参加者

も含めての積極的な議論が展開された。今後も引き続き

軍学共同・研究の軍事化についての議論・発信を続ける

一方、春季研究大会での 3.11 プロジェクト委員会企画
の部会の延長線となる研究会を、南相馬市にて来年には

開催するよう準備を進めている。 
 

 
 
関西地区研究会報告	
 
日時：2016年 7月 30日（土）午後 2時～ 
場所：大阪大学豊中キャンパス国際公共政策研究科棟講

義シアター 
報告： 
① 廣瀬ケーナ（京都大学大学院アジア・アフリカ地域

研究研究科一貫制博士課程 3回生） 
「現代ベトナムにおける『市民社会』の萌芽－土地

接収を巡る言論活動とその路上での顕在化における

農民と『市民』の連帯」 

② 土佐弘之（神戸大学大学院国際協力研究科） 
「過剰な安全保障国家化という問題：非支配を目指

す政治へ」 
	

	

	

	

	

	

	

九州地区研究会報告	

	

本年度で第 28 回となる九州地区平和研究集会は、
2016 年 10 月 30 日（日）に鹿児島大学において開催さ
れた。共通テーマは、「東アジアの平和と繁栄を目指し

て」であり、第一部（午前）と第二部（午後）の二部構

成で下記のようなかたちで熱のこもった報告と質疑・討

論が行われた。	

	

◆午前の部	 9:30～12:30	 1号館 101号教室	
第 1報告	 江山（鹿児島大学大学院修士課程）	
	 	 「重慶爆撃に関する日本軍爆撃思想の変遷」	

第 2報告	 金哲（中国・安徽三聯学院）	
	 	 「命運共同体と中国」「	

第 3 報告	 藤村一郎（日本学術振興会特別研究員[東京
大学]）	

	 	 「アジア連帯論と琉球/沖縄の視座（仮）」	

第 4報告	 新垣毅（琉球新報社）	
	 	 「東アジア共同体と沖縄基地問題」	

討論者：木永勝也(長崎総合科学大学)	

司会：石川捷治(九州大学名誉教授)	

	

◆午後の部	 ＜講演＞	 14:00～16:30	 稲盛会館	
第 1 講演	 鳩山友紀夫（元内閣総理大臣、東アジア共同

体研究所）	

	 		「東アジア共同体と琉球・沖縄」	

第 2講演	 白井聡（京都精華大学）	
「永続敗戦レジームを乗り越える：キーとしての琉

球・沖縄」	

司会＆総括・挨拶：木村朗(鹿児島大学)	

	 	

特に、午後の第二部での講演は一般市民にも公開して

行われたが、鳩山友紀夫氏の「武力で真の平和は得られ

ない。隣国と仲良くすることが本当の外交であり、対話

と協調路線を求める真剣に追及する姿が求められる」、

白井	聡氏の「沖縄は永続敗戦レジームに挑む先進地域

だ。日本人のいまの悲惨さはなりたい自分がないこと。

それが欠けているからねたんで、自己決定を目指す沖縄

にヘイト発言が出る」との発言が注目される。	

	 今回の研究集会では、沖縄の新垣毅氏も交えて、沖縄

の置かれてきた過酷な歴史と現状をともに考察し、東ア

ジア共同体の構築するうえで沖縄の果しえる役割を掘り

下げて考えるいい機会となったという意味で大変意義の

あるものになったと思う。	
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日本平和学会第 22期役員一覧 
（2016年 1月 1日～2017年 12月 31日） 

 
 

【執行部】 
会	 長	 ：君島東彦 
副会長	 ：竹中千春	 黒田俊郎 
企画委員長：清水奈名子 
編集委員長：小林誠 
広報委員長：米川正子 
国際交流委員長	 ：松野明久 
学会賞選考委員長：石田淳 
平和教育プロジェクト委員長  ：暉峻僚三 
「3・11」プロジェクト委員長：蓮井誠一郎 
事務局長：奥本京子 

	  
【理事】	 ※50音順。＊は地区代表者。 
北海道・東北	  ＊小田博志	 片野淳彦	 鴫原敦子 
 
関	 東	 	 	   阿部浩己	 石田淳	 ＊内海愛子	 遠藤誠治	 勝俣誠	 川崎哲	 小林誠	 篠田英朗	 清水奈名子	  

高原孝生	 竹中千春	 竹峰誠一郎	 暉峻僚三	 浪岡新太郎	 蓮井誠一郎	 平井朗	 堀芳枝	  
古沢希代子	 毛利聡子	 上敏樹	 横山正樹	 米川正子	  

中部・北陸	      黒田俊郎	 ＊佐伯奈津子	 佐々木寛	 高橋博子 
関	 西	 	 	 	  ロニー・アレキサンダー	 内田みどり	 奥本京子	 ＊木戸衛一	 君島東彦	 土佐弘之	  

原田太津男	 松野明久	 峯陽一	 山根和代	 	 	  
中国・四国	 	 ＊石井一也	 佐渡紀子	  
九	 州	 	 	 	  近江美保	 ＊木村朗 
沖	 縄	 	 	 	 ＊里井洋一	 若林千代 

 
【監	 事】	 	 	  石川捷治	 大津留（北川）智恵子 

 
【委員会】	 ＊は委員長 
企画委員会	 麻生多聞	 上村雄彦	 小川玲子	 小林誠	 芝崎厚士	 ＊清水奈名子	 杉木明子	 浪岡新太郎          

二村まどか	 松元雅和	 峯陽一	 毛利聡子	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
編集委員会	 臼杵陽	 ＊小林誠	 鈴木則夫	 戸田清	 柳原伸洋	 湯浅正恵	 渡辺守雄 
広報委員会	 秋山肇	 阿部浩己	 石井正子	 荻村哲朗	 木村朗	 クロス京子	 鈴木真奈美	 勅使川原香世子 

	 ＊米川正子 
国際交流委員会	 清末愛砂	 佐々木寛	 長谷部貴俊	 古沢希代子	 ＊松野明久	 若林千代 
学会賞選考委員会	 ＊石田淳	 吉川元	 島袋純	 堀芳枝	 毛利聡子	 上敏樹 
平和教育プロジェクト委員会	 ロニー・アレキサンダー	 奥本京子	 杉田明宏	 鈴木晶	 高部優子	 竹中千春	

＊暉峻僚三	 福島在行	 堀芳枝	 松井ケティ	 山根和代 
「3・11」プロジェクト委員会	 藍原寛子	 鴫原敦子	 高橋博子	 竹峰誠一郎	 徳永恵美香	 ＊蓮井誠一郎	 	 	

平井朗 
【事務局】	 ＊奥本京子	  
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日本平和学会分科会及び分科会責任者一覧 

（2016年 4月 9日現在） 
 

 
①平和学の方法と実践	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：遠藤誠治 
②憲法と平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：君島東彦 
③アジアと平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：日下部尚徳、堀芳枝 
④植民地主義と平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：佐伯奈津子、藤岡美恵子 
⑤軍縮・安全保障	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：黒崎輝 
⑥アフリカ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：篠原收 
⑦環境・平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：平井朗、鴫原敦子 
⑧平和教育	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：杉田明宏 
⑨ジェンダーと平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：秋林こずえ 
⑩平和文化	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：鈴木則夫、渡辺守雄 
⑪発展と平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：原田太津男 
⑫難民・強制移動民研究	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：小泉康一 
⑬非暴力	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：片野淳彦 
⑭グローバルヒバクシャ	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：高橋博子、竹峰誠一郎 
⑮平和と芸術	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：田中勝 
⑯公共性と平和	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：横田匡紀 
⑰ジェノサイド研究	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：石田勇治 
⑱平和運動	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：清水竹人・木村朗 
⑲戦争と空爆問題	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：伊香俊哉 
⑳琉球・沖縄・島嶼国及び地域の平和	 	 責任者：松島泰勝 

 
 
 	 分科会責任者連絡会議世話人	 	 清水竹人	 	  
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 	 副世話人	 	 原田太津男	  

 
＊連絡先については学会ホームページで各分科会のページを参照してください。 
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